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第一部 【企業情報】



第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

  

 
(注) １ 当社は連結財務諸表を作成しておりませんので「最近５連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移」につ

いては、記載しておりません。 

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３ 関連会社については、平成15年３月期は重要性が乏しいため、平成16年３月期以降は関連会社が存在しない

ため持分法を適用しておりません。 

４ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。 

  

  

回次 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

売上高 (千円) 8,787,109 10,922,914 14,917,746 15,211,605 15,961,971

経常利益 (千円) 298,256 1,025,436 3,113,825 3,249,176 3,082,320

当期純利益 (千円) 253,924 960,430 2,903,915 1,764,425 1,744,914

持分法を適用した 
場合の投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) 2,453,000 2,453,000 2,453,000 2,453,000 2,453,000

発行済株式総数 (株) 17,446,000 17,446,000 17,446,000 17,446,000 17,446,000

純資産額 (千円) 1,806,822 2,774,566 5,672,038 7,434,333 8,885,953

総資産額 (千円) 12,478,699 13,463,879 13,760,545 14,865,005 16,236,422

１株当たり純資産額 (円) 103.59 159.09 325.36 424.88 510.00

１株当たり配当額 
(内１株当たり 
中間配当額)

(円)

(円)

―

(―)

―

(―)

―

(―)

10

(―)

10

( 5)

１株当たり当期純利益 (円) 14.55 55.06 166.56 99.55 100.12

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 14.5 20.6 41.2 50.0 54.7

自己資本利益率 (％) 15.5 41.9 68.7 26.9 21.3

株価収益率 (倍) 2.7 4.0 3.0 6.5 5.6

配当性向 (％) ― ― ― 10.0 9.9

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 1,118,547 1,340,822 3,345,968 1,321,224 1,704,859

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △213,264 △249,969 △377,827 △309,359 △1,393,367

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △1,016,100 △1,106,923 △2,537,883 △657,953 △655,346

現金及び現金同等物 
の期末残高

(千円) 289,964 273,892 704,150 1,058,062 714,208

従業員数 (名) 100 98 100 107 102



２ 【沿革】 

  

 
  

年月 事項

昭和37年７月 

 

合資会社東京鋼鐵製作所の代表社員清水毅が中心となり、かつ三井物産株式会社の資本参加(１

億円)を得て東京鋼鐵株式会社を資本金４億円で設立。本店を千代田区丸ノ内に置く。

昭和37年11月 

 

当社を存続会社として合資会社東京鋼鐵製作所(出資金２千万円)と合併。同社の営業全般を引継

ぐと共に、本社機能の一部を大島工場内へ移管する。

昭和40年12月 小山工場がJIS表示許可工場となる。(形鋼)

昭和44年４月 小山工場において製鋼10屯電気炉を20屯電気炉にリプレースし、増産体制を整える。

昭和45年５月 大島工場がJIS表示許可工場となる。(形鋼)

昭和46年12月 本社機能を大島工場より分離し「本部事務所」として江東区亀戸に移転。

昭和48年５月 小山工場において製鋼20屯電気炉を50屯電気炉にリプレースし、連続鋳造設備を新設する。

昭和51年３月 大島工場を閉鎖し、設備、人員を全て小山工場に集約。

昭和53年３月 本部事務所(江東区亀戸)を中央区八重洲に移転し、名称を「東京事務所」とする。

昭和60年５月 

 

不等辺アングルを造船材として使用するための各種船級規格(日本船級規格、ロイド船級規格、

アメリカ船級規格、ノルウェー船級規格、韓国船級規格)を取得する。

昭和61年６月 東京事務所を千代田区神田に移転し「本社別館」とする。

昭和62年６月 材質高級化に対応するため溶接構造用鋼材の規格を取得する。

平成元年９月 本店を本社別館に移転登記する。

平成２年４月 社団法人日本証券業協会の店頭売買銘柄として登録。

平成２年９月 小山工場に棒鋼圧延設備を新設する。

平成３年４月 小山工場JIS表示許可工場となる。(異形棒鋼SD295A。なおSD295B、SD345は６月)

平成５年９月 炉外精錬設備導入。

平成７年３月 小山工場JIS SN(建築構造用圧延鋼材)規格表示許可工場となる。

平成８年４月 溝形鋼の生産を開始する。

平成11年９月 「ISO 9001」認証を取得する。

平成16年12月 株式会社ジャスダック証券取引所に株式を上場。

平成18年11月 「ISO 14001」認証を取得する。



３ 【事業の内容】 

当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社(東京鋼鐵㈱)及び非連結子会社１社、その他の関係会

社１社により構成されており、電気炉製鋼によるビレットと圧延鋼材の製造、販売を行っております。 

当社は、非連結子会社㈱コーテツ起業と作業請負の取引を、その他の関係会社である三井物産㈱と原材

料である鉄スクラップの購入及び鋼材の販売を行っております。 

［事業系統図］ 

  

 

  



４ 【関係会社の状況】 

  

 
(注) 有価証券報告書の提出会社であります。 

  

５ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

(平成19年３月31日現在) 

 
(注) １ 従業員は就業人員であります。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

  

(2) 労働組合の状況 

当社の労働組合は、東京鋼鐵労働組合を組織し、産業別労働組合ジェイ・エイ・エムに加盟してお

り、労使関係は円満に推移しております。 

なお、平成19年３月31日現在従業員中83名が組合に加入しております。 

  

名称 住所
資本金又は 
出資金 
(千円)

主要な事業
の内容

議決権の
所有(被所有)割合

関係内容
所有割合
(％)

被所有割合
(％)

(その他の関係会社)

三井物産㈱  (注) 東京都千代田区 323,212,620 総合商社 ― 29.3
当社製品の販売と原材料等の購入 
 役員の兼任 なし

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

102 43.64 16.09 6,716,651



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当期におけるわが国経済は、海外経済の拡大を背景とした輸出の増加が続く中、企業収益の改善や設

備投資の増加など、緩やかな回復が続いております。 

当社の属する普通鋼電炉業界におきましては、原料の鉄スクラップの記録的な高騰が続きましたが、

活発な民間設備投資に支えられ引き続き鋼材需要は堅調に推移いたしました。 

当社といたしましては、このような環境下、需要に見合った生産販売を継続し、販売力の増強や粗列

圧延設備（コンパクト・ミル）の導入を図るなど生産効率の改善に取組んでまいりました。 

当期の業績につきましては、売上高は１５，９６１百万円（前期売上高１５，２１１百万円）と増加

いたしました。コスト削減に努力いたしましたが原料の鉄スクラップの高騰があり、経常利益は３，０

８２百万円（前期経常利益３，２４９百万円）と減少いたしました。コンパクト・ミルの導入に伴う固

定資産廃却損や、遊休地の減損損失の特別損失を計上し、法人税等を差引いた結果、当期純利益は1,７

４４百万円（前期当期純利益１，７６４百万円）となりました。 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当期の営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益、減価償却費、仕入債務の増加等に

よる収入、売上債権の増加、たな卸資産の増加等による支出により１，７０４百万円の収入（前期１，

３２１百万円の収入）となりました。一方、投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取

得等により１，３９３百万円の支出（前期３０９百万円の支出）となりました。財務活動によるキャッ

シュ・フローは、借入金の返済の支出等により６５５百万円の支出（前期６５７百万円の支出）とな

り、この結果、現金及び現金同等物の期末残高は７１４百万円と前期末に比べ３４３百万円の減少とな

りました。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

事業年度の生産実績は次のとおりであります。 

 
(注) ビレットの生産数量には鋼材の材料として自家使用したものを含んでおります。 

  

(2) 受注状況 

 
  

(3) 販売実績 

 
(注) １ 括弧内の数字(内容)は輸出販売額及び輸出割合であります。 

２ 主な輸出先及び輸出販売高に対する割合は次の通りであります。 

 
３ 主な相手先別の販売実績及びそれぞれの総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

 
４ その他は製造工程で発生したスクラップ等であります。 

５ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

品目 数量(トン) 前年同期比(％)

鋼材 197,736 108.4

ビレット 260,382 101.0

品目 受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

 鋼材・ビレット 2,816,831 75.8 318,600 65.1

品目 数量(トン) 前年同期比(％) 金額(千円) 前年同期比(％)

鋼材
 ( 3,550)(1.7)％

204,915 104.6
(182,496)(1.4)％

13,135,868
 

108.9

ビレット
( 61,970)(99.9)

62,007  75.3
(2,811,503)(99.9)

2,813,271
 

 89.7

その他
  (―)(―)

―  ―
   (―)(―)

12,831
 

127.7

計
(65,521)(24.5)

266,923  96.0
(2,993,999)(18.8)

15,961,971
 

104.9

輸出先 第49期(％) 第50期(％)

東アジア 90.1 100.0

東南アジア 9.9 0.0

計 100.0 100.0

第49期 第50期

相手先 金額(千円) 割合(％) 相手先 金額(千円) 割合(％)

三井物産㈱ 4,943,286 32.5 三井物産㈱ 4,917,633 30.8

日鐵商事㈱ 4,289,810 28.2 日鐵商事㈱ 4,225,053 26.5



３ 【対処すべき課題】 

今後の見通しにつきましては、原料の鉄スクラップの高騰や米国経済の先行き懸念など、不透明な経済

情勢が続くと思われます。また、原油価格の上昇による、他の副資材価格への影響も予想され今後の経営

環境は予断を許さない状況であります。 

当社といたしましては、このような状況のもと需要に見合った生産の継続に努め、尚一層のコストの削

減を図るとともに、製品販売価格の改善にも注力いたします。さらに品質の向上、安全第一を追求しなが

ら、顧客の信頼と満足を得て販売基盤の強化と業績のさらなる向上及び財務の健全化を目指してまいりま

す。 

 また平成20年4月1日以降開始する期から適用が予定されております内部統制報告制度に対応すべく、社

内体制を整え内部統制の充実に努めてまいります。 

 平成18年10月26日に締結した株式交換による大阪製鉄株式会社の完全子会社化につきましては、平成19

年2月22日の臨時株主総会において否決され白紙の状態に戻りましたので、今後は単独で現状の経営資源

を 大限生かした効率的な経営を行ってまいる所存であります。 

 

 株式会社の支配に関する基本方針について 

 

 Ⅰ．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

 

 当社は、我が国の貴重な資源である、鉄スクラップを主原料に、製鋼・圧延により鋼材を製造する、電

気炉一貫メーカーとして、大正7年の創業以来、常に業界の先駆者の誇りを持って、独自の技術と品質を

追求してまいりました。 

 当社は「鉄資源のリサイクル・システムを通じて、生活、文化の発展に貢献する」を企業理念としてお

り、その実現には「高品質の追求」「社会への貢献」「信頼関係の構築」が重要と考えております。この

ような理念の下、当社は品質の国際規格であるＩＳＯ９００１：２０００年版、環境の国際規格であるＩ

ＳＯ１４００１：２００４年版の認証を取得し、中・小形山形鋼専業メーカーとして事業展開の方向性を

定め、環境保全に努めると共に販売に全力を挙げるなど、独自の経営戦略を進めております。 

 当社の主要分野である国内一般形鋼市場は建設需要の落ち込みから、年々縮小し、この傾向は今後も継

続すると予想されます。一方、中国の粗鋼生産は急増を続け、近い将来、国内一般形鋼市場においても、

中国を中心とした海外からの輸入が現実化し、国内外メーカー間の競争が一層激化するものと考えられま

す。 

 当社といたしましてはこのような状況のもと、お客様、取引先、従業員、地域社会等のステークホルダ

ーとの適切な関係を維持、発展させていくことに配慮した経営を行うことによって、株主の皆様にとって

の中長期的な価値を 大化することを目指していく必要があると考えております。 

 当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、上述の当社の経営方針や事業特性、当社を

取り巻く経営環境、各ステークホルダーとの関係等といった当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業

価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者である必要があると

考えております。 

 他方、このような当社の企業価値・株主共同の利益を毀損することとなる者は、当社の財務及び事業の

方針の決定を支配する者として不適切であると考えます。  

  

Ⅱ．当社基本方針の実現に資する取組みについて 

 



 当社を取り巻く厳しい経営環境の中、製鋼・圧延の生産設備の充実と効率的操業によりコストダウン

を図るとともに、高い品質ときめ細かなデリバリーサービスで、お客様にご満足戴けるよう、全社的な活

動を積極的に推進しております。 

 当社は平成１８年３月期において過去 高益を達成し、期初計画の７円の復配に対し３円増額し、年間

で１０円の配当を実施いたしました。（平成１９年３月期につきましても、株主の皆様への利益還元を重

視し、年間１０円の配当の継続をいたしました。） 

 一方で、平成１９年３月期の業績につきましては、平成１８年１１月１０日の中間決算発表時に公表し

た平成１９年３月期の業績予想については達成し、売上高は１５，９６１百万円と前期比でも４.９％増

となりましたが、コスト削減に注力したものの鉄スクラップの記録的な高騰の影響により、経常利益は

３，０８２百万円と前期比で５.１％の減少となりました。今後の見通しにつきましても、鉄スクラップ

の高騰や原油価格の上昇による他の副資材価格への影響も予想され、経営環境は予断を許さない状況であ

ります。 

 なお、当社の属する電炉業界は、鉄スクラップ、副原料等の市況をはじめ、製品市況の影響を受けやす

く、当社の各年度の業績変動は激しくなっておりますが、売上高経常利益率については、平成１８年３月

期においては２１.３％、平成１９年３月期においては１９.３％と、過去からのコスト削減や経営効率化

の結果、業界内でも 高水準の収益性を確保するに至っております。 

 当社としましては、今後につきましても、特に主力の中・小形山形鋼及び半製品であるビレットの生

産・販売とともに、溝形鋼は購入・販売とし効率的経営を絶えず追求いたします。また、 適生産量を追

求しながらコストダウンに努め、重要課題である販売基盤の拡充も実施していくことで、更に利益体質を

強化してまいります。 

 また、安全・環境、法令順守、透明度の高い経営を優先して実行し、コスト競争力の強化、高付加価値

製品へのシフト、社員能力の向上、技術の改善・伝承に挑戦することで、企業価値・株主共同の利益を確

保、向上させていく所存であります。 

  

Ⅲ．本方針の内容（基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支 

      配されることを防止するための取組み） 

 

 １．本方針導入の目的 

 当社は、Ⅰ．で述べたとおり、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営方針や事

業特性、当社を取り巻く経営環境、各ステークホルダーとの関係等といった当社の企業価値の源泉を理解

し、当社が企業価値・株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者であ

る必要があり、他方、そのような企業価値・株主共同の利益を毀損することとなる者は、当社の財務及び

事業の方針の決定を支配する者としてふさわしくないと考えております。 

 しかしながら、当社は、公開会社として当社株式の自由な売買を認める以上、大規模な買付行為がなさ

れる場合、それを行った者が財務及び事業の方針の決定を支配する者としてふさわしいか否かを含め、当

該買付行為に応じるか否かは、 終的には、株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えます。そし

て、株主の皆様に買付行為に応じるか否かを適切に判断していただくためには、株主の皆様に対し、適切

かつ十分な情報が提供されることが不可欠であると考えます。たとえば、買付行為が当社に与える影響

や、当社の従業員、取引先、顧客等のステークホルダーとの関係についての方針を含む、当該買付者の当

社経営への参画時における経営方針、事業計画等の内容等の情報は、株主の皆様が買付けに応じるか否か

を検討する際の重要な判断材料となりますし、また、当社取締役会が当該買付行為についての意見を開示

し、また、必要に応じ代替案を提示することにより、株主の皆様は、双方の方針、意見等を比較考量する



ことで、当該買付行為に応じるか否かを適切に判断することが可能になります。 

 当社は、このような基本的な考え方に立ち、会社支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって

当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、特定株主グループ

（注１）の議決権割合（注２）を２５％以上とすることを目的とする当社株式の買付行為、又は結果とし

て特定株主グループの議決権割合が２５％以上となる当社株式の買付行為（いずれについてもあらかじめ

当社取締役会が同意したものを除きます。以下、このような買付行為を「大規模買付行為」、大規模買付

行為を行う者を「大規模買付者」といいます。）が行われる場合には、大規模買付者に対して以下に定め

る当社株式の大規模買付行為に関するルール（以下、「大規模買付ルール」といいます。）の遵守を求め

るとともに、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、当社取締役会として一定の措置を

講じることとし、平成19年5月22日開催の当社取締役会において導入について決議し、平成19年6月28日開

催の当社第５０回定時株主総会において株主の皆様からご承認をいただきました。 

  

注１:特定株主グループとは、（ⅰ）当社の株券等（証券取引法第２７条の２３第１項に規定する株券等

をいいます。）の保有者（同法第２７条の２３第１項に規定する保有者をいい、同条第３項に基づ

き保有者に含まれる者を含みます。）及びその共同保有者（同法第２７条の２３第５項に規定する

共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみなされる者を含みます。）、又は（ⅱ）当

社の株券等（同法第２７条の２第１項に規定する株券等をいいます。）の買付け等（同法第２７条

の２第１項に規定する買付け等をいい、取引所有価証券市場において行われるものを含みます。）

を行う者及びその特別関係者（同法第２７条の２第７項に規定する特別関係者をいいます。）を意

味します。 

注２:議決権割合とは、（ⅰ）特定株主グループが、注１の（ⅰ）の記載に該当する場合は、当社の株券

等の保有者の株券等保有割合（証券取引法第２７条の２３第４項に規定する株券等保有割合をいい

ます。この場合においては、当該保有者の共同保有者の保有株券等の数（同項に規定する保有株券

等の数をいいます。）も計算上考慮されるものとします。）、又は（ⅱ）特定株主グループが、注

１の（ⅱ）の記載に該当する場合は、当社の株券等の買付け等を行う者及びその特別関係者の株券

等所有割合（同法第２７条の２第８項に規定する株券等所有割合をいいます。）の合計をいいま

す。議決権割合の算出に当たっては、総議決権（同法第２７条の２第８項に規定するものをいいま

す。）及び発行済株式の総数（同法第２７条の２３第４項に規定するものをいいます。）は、有価

証券報告書、半期報告書及び自己株券買付状況報告書のうち直近に提出されたものを参照すること

ができるものとします。 

  

２．独立委員会の設置 

 本方針を適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するため、取締役会から

独立した機関として、独立委員会を設置しました。独立委員会の委員は３名以上とし、公正で中立な判断

を担保するため、当社経営陣から独立している社外取締役、社外監査役及び社外有識者（注３）の中から

選任しました。独立委員会の概要は資料１に記載のとおりです。また、導入時の独立委員会の委員の氏名

及び略歴は資料２に記載のとおりです。 

 独立委員会は、取締役会から諮問を受けた事項について審議、決議し、その内容に基づいて、取締役会

に対し勧告を行うほか、必要に応じて、当社の費用で、当社経営陣から独立した第三者（財務アドバイザ

ー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含む。）の助言を得たり、大規模買付者、当

社経営陣、当社の取引先、従業員等から必要な情報を収集することがあります。 

  



注３:社外有識者とは、経営経験豊富な企業経営者、投資銀行業務に精通する者、弁護士、公認会計士、

会社法等を主たる研究対象とする学識経験者、またはこれらに準ずる者を意味します。 

  

３．大規模買付ルールの内容 

 当社が設定する大規模買付ルールとは、①大規模買付者から当社取締役会に対して、大規模買付行為に

先立ち、株主の皆様の判断及び当社取締役会としての意見形成のために十分な情報（以下、「大規模買付

情報」といいます。）が提供されなければならず、②大規模買付行為は、大規模買付情報が提供された後

に設定される当社取締役会による一定の評価期間が経過した後にのみ開始されるというものです。 

 具体的には、大規模買付者が大規模買付行為を行おうとする場合、まず、大規模買付ルールに従う旨の

意向表明書をご提出いただくこととします。意向表明書には、大規模買付者の名称、住所、設立準拠法、

代表者の氏名、国内連絡先及び提案する大規模買付行為の概要を当社所定の書式にて日本語で明示してい

ただきます。 

 次に、当社は、大規模買付者に対し、この意向表明書の受領後10営業日以内に、大規模買付情報のリス

トを交付します。具体的に提供していただく大規模買付情報の内容は、大規模買付者の属性、大規模買付

行為の内容等によって異なりますが、一般的な項目の一部は以下のとおりです。 

 ・ 大規模買付者及びそのグループの概要 

 ・ 大規模買付行為の目的、方法及び内容 

 ・ 買付対価の算定根拠及び買付資金の裏付け 

 ・ 大規模買付行為後の経営方針、事業計画、資本政策等 

 ・ 大規模買付行為後における当社の従業員、取引先、顧客等を含む重要なステークホルダーにつ 

     いての基本方針 

 なお、当社取締役会は、弁護士、財務アドバイザーなどの外部専門家や監査役の意見を参考に、当初提

供していただいた情報だけでは必要な大規模買付情報として不足していると考える場合、独立委員会に諮

問し、その勧告を 大限尊重した上で、大規模買付者に対し、十分な大規模買付情報が揃うまで追加的に

大規模買付情報の提供を求めることがあります。当社は、大規模買付情報が提供された事実及びその内容

が株主の皆様の判断のために必要であると認める場合、適切と判断する時点で、その全部又は一部を開示

します。 

 次に、当社取締役会は、大規模買付情報の提供が完了した後、60日間（買付対価を現金（円貨）のみと

し、当社の株券等の全てを対象とする公開買付けの場合）又は90日間（それ以外の大規模買付行為の場

合）を、当社取締役会による評価、検討、意見形成、代替案検討等のための期間（以下、「取締役会評価

期間」といいます。）として設定します。従って、大規模買付行為は、取締役会評価期間の経過後にのみ

開始されるものとします。この期間中、当社取締役会は、弁護士、財務アドバイザーなどの外部専門家の

意見も参考にした上で、提供された大規模買付情報を十分に評価、検討し、大規模買付行為に関する取締

役会としての意見を慎重にとりまとめ、公表します。また、必要に応じ、株主の皆様に対し、取締役会と

しての代替案を提示することもあります。 

 

 ４．大規模買付行為がなされた場合の対応方針 

 (１) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合 

 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守せずに大規模買付行為を行った場合、当社取締役会は、株主共

同の利益の保護を目的として、弁護士、財務アドバイザーなどの外部専門家や監査役の意見を参考にした

上で、新株予約権の無償割当て等、会社法その他の法律及び当社定款が取締役会の権限として認める措置

をとり、大規模買付行為に対抗することがあります。大規模買付ルールの遵守の有無、対抗措置を発動す



ることの適否及び対抗措置の具体的内容は、独立委員会に諮問の上、その勧告を 大限尊重して、当社

取締役会が決定します。 

 具体的な対抗措置については、その時点で必要かつ相当と認められるものを選択することとなります。

具体的対抗措置として新株予約権を用いる場合の概要は、資料３記載のとおりとします。なお、対抗措置

として新株予約権の無償割当てを実施する場合や新株予約権を発行する場合には、大規模買付者を含む特

定株主グループに属する者に行使を認めないことを新株予約権の行使条件とするなど、対抗措置としての

効果を勘案した行使期間及び行使条件を設けることがあります。 

 大規模買付ルールが遵守されなかった場合の対抗措置は、株主共同の利益を保護するための相当かつ適

切な対応であると考えておりますが、他方、このような対抗措置により、結果的に、大規模買付ルールを

遵守しない大規模買付者に経済的損害を含む何らかの不利益を発生させる可能性があります。従って、大

規模買付ルールを無視して大規模買付行為を開始することのないようにあらかじめ注意を喚起いたしま

す。 

 (２) 大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合 

 大規模買付ルールは、当社の経営に影響力を持ち得る規模の当社株式の買付行為が行われる場合に、株

主の皆様に対し、あらかじめ、そのような買付行為に応じるか否かの判断のために必要となる大規模買付

行為に関する情報や現に当社の経営を担っている当社取締役会の意見を提供し、さらには必要に応じて取

締役会による代替案の提示を受ける機会を保証することを目的とするものです。従って、大規模買付ルー

ルが遵守されている場合、原則として、当社取締役会の判断のみで大規模買付行為を阻止するために対抗

措置をとるようなことは行わず、大規模買付行為に応じるかどうかは、大規模買付情報や当社取締役会が

提示する意見、代替案等をご検討の上、株主の皆様においてご判断いただくことになります。 

 しかしながら、例外的に、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守していても、当社取締役会は、弁護

士、財務アドバイザーなどの外部専門家や監査役の意見を参考に、大規模買付行為が当社に回復しがたい

損害をもたらすか、又は株主共同の利益を著しく損なうと判断した場合、株主共同の利益を保護するた

め、独立委員会に諮問し、その勧告を 大限尊重した上で、(1)で述べた対抗措置をとることがありま

す。この場合、当社取締役会は、適時適切な開示を行います。具体的には、大規模買付行為が以下の類型

に該当すると認められる場合、大規模買付行為が当社に回復しがたい損害をもたらすか、又は株主共同の

利益を著しく損なう場合に該当するものと考えます。 

 ① 大規模買付行為が次のいずれかに該当する場合 

 ・ 株式等を買い占め、その株式等について当社に対して高値で買取りを要求する行為 

 ・ 当社の経営を一時的に支配して、当社の重要な資産等を廉価に取得する等当社の犠牲の下に大 

     規模買付者の利益を実現する経営を行うような行為 

 ・ 当社の資産を大規模買付者やそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する行為 

 ・ 当社の経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない高額資産等を処分させ、そ 

     の処分利益をもって一時的な高配当をさせるか、一時的高配当による株価の急上昇の機会をね 

     らって高値で売り抜ける行為 

 ② 強圧的二段階買収（ 初の買付で全株式の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付条件を不利

に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付け等の株式買付けを行うことをいいます。）など株主に株

式の売却を事実上強要するおそれがある買付けを行う場合 

  

Ⅳ．本方針の有効期間、廃止及び変更 

 

 本方針の有効期限は1年以内に終了する事業年度のうち 終のものに関する定時株主総会の終結の時ま



でとします。また、本方針の有効期間中であっても、株主総会又は取締役会の決議により本方針を廃止

することができるものとします。これらの場合には、その旨速やかに開示します。 

 当社は、企業価値・株主価値向上の観点から、関係法令の変更や、関係証券取引所が定める上場制度等

の変更等を踏まえ、本方針の見直しを随時行い、取締役会の決議により、定時総会でご承認いただいた株

主の皆様のご意思に反しない限度で、本方針を変更することもあります。これらの場合には、その変更・

修正内容を速やかに開示します。 

  

Ⅴ．方針の合理性 

 

 １．買収防衛策に関する指針の要件等を完全に充足していること 

 本方針は、経済産業省及び法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又

は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則を完全に充足しています。また、株式会社ジャ

スダック証券取引所の「上場有価証券の発行者による会社情報の適時開示等に関する規則」における買収

防衛策導入にかかる尊重事項（開示の十分性、透明性、流通市場への影響、株主の権利の尊重）を完全に

充足しています。 

 ２．株主共同の利益の確保及び向上に資すること 

 本方針により、株主の皆様は、大規模買付行為に応じるか否かを適切に判断できるようになり、その結

果、株主としての利益を確保し、向上させることができます。このように、本方針は、株主の皆様の共同

の利益の確保・向上に資するものといえます。 

 ３．株主意思が反映されていること 

 本方針は、有効期間中であっても、株主総会又は取締役会の決議により廃止することが可能です。この

ように、本方針には、株主の皆様のご意思が十分に反映されることとなっております。 

 ４．取締役の地位の維持を目的とするものではないこと 

 本方針は、当社取締役会が対抗措置を発動する客観的要件を事前かつ明確に開示しており、当社取締役

会による対抗措置の発動は、そのような要件に従ってのみ行われます。また、本方針上、対抗措置を発動

する場合など、本方針の運用における重要な局面において、取締役会は、独立委員会に諮問し、その勧告

を 大限尊重するものとされております。このように、本方針は、取締役会による恣意的な判断を許すも

のではなく、取締役の地位の維持を目的とするものではありません。 

 ５．デッドハンド型やスロー・ハンド型の買収防衛策ではないこと 

 本方針は、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会によりいつでも廃止することがで

きるものとされており、大規模買付者が、自己の指名する取締役を当社株主総会で選任し、かかる取締役

で構成される取締役会により、本方針を廃止することが可能です。 

 従って、本方針は、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動

を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、本方針はスロー・ハンド型（取締役の交替を一度に

行うことができないため、その発動を阻止するのに時間がかかる買収防衛策）でもありません。 

  

Ⅵ．株主及び投資家の皆様への影響 

 

  １．本方針の導入が株主及び投資家に与える影響等  

 本方針は、当社株主の皆様が、十分な情報のもとで、大規模買付行為に応じるか否かについて適切に判

断するための環境を整えることを目的として、大規模買付者が大規模買付行為を行うにあたって遵守すべ

きルールを定めたものにすぎず、本方針の導入により、株主及び投資家の皆様の法的権利又は経済的利益



に影響を及ぼすことは想定しておりません。 

 

  ２．対抗措置発動時に株主及び投資家に与える影響等 

 対抗措置の発動によって、当社株主の皆様（大規模買付者を除きます。）の法的権利又は経済的利益に

影響を及ぼすことは想定しておりません。ただ、対抗措置として新株予約権の無償割当てを行う場合に

は、取締役会で別途定めて公告する基準日における 終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録され

た株主に対し、その所有株式数に応じて新株予約権が割り当てられますので、名義書換未了の株主の皆様

には、当該基準日までに名義書換を完了していただく必要があります。また、新株予約権の発行を行う場

合には、名義書換に加え、所定の期間内に申込みをしていただくことも必要となります。さらに、新株予

約権を行使して株式を取得するためには、所定の期間内に一定の金額の払込みを完了していただく必要が

あります。ただし、当社が新株予約権を当社株式と引き換えに取得できる旨の取得条項に従い新株予約権

の取得を行う場合には、取締役会が当該取得の対象とした新株予約権を保有する株主の皆様は、金銭の払

込みを要することなく、当社による新株予約権取得の対価として、当社株式の交付を受けることができま

す。これらの手続きの詳細につきましては、実際に新株予約権を割り当てることとなった際に、法令及び

証券取引所規則に基づき別途お知らせいたします。 

 なお、いったん新株予約権の無償割当て又は発行を決議した場合であっても、当社は、新株予約権の無

償割当て若しくは発行を中止し、又は新株予約権を無償にて取得する場合があります。これらの場合に

は、1株あたりの株式の価値の希釈化は生じませんので、当社株式の価値の希釈化が生じることを前提に

して売買を行った投資家の方は、株価の変動により損害を被るおそれがあります。 



資料１ 

                  独立委員会の概要 

  

  １．構成 

 独立委員会は、取締役会から委嘱を受けた社外取締役、社外監査役及び社外有識者から構成される

ものとし、その委員となるためには、当社経営陣から独立した地位を有することを要する。独立委員

会の委員は、３名以上とし、取締役会の決議により選任するものとする。 

  

  ２．決議要件 

 独立委員会の決議は、独立委員会の委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行うものと

する。 

  

  ３．勧告事項 

 独立委員会は、以下の各号に掲げる事項について取締役会から諮問を受けた場合、当該各事項を検

討、審議の上決定し、その決定内容をその理由とともに取締役会に勧告するものとする。なお、独立

委員会の各委員は、これらの決定にあたっては、株主共同の利益に資するか否かの観点からのみ行う

ものとし、専ら自らまたは当社経営陣の利益を図ることを目的としてはならない。 

(1)大規模買付者に対して追加して大規模買付情報の提供を求めることの適否並びに追加して提 

   供を求める大規模買付情報の種類及び範囲 

(2)大規模買付者による大規模買付ルールの遵守の有無 

(3)対抗措置を発動することの適否 

(4)対抗措置の内容  

(5)前各号に掲げるもののほか、取締役会が独立委員会の勧告を受けるべきであると判断した事 

   項 

  

  ４．その他 

(1)独立委員会は、当社の費用において、独立した第三者（財務アドバイザー、公認会計士、弁 

   護士、 コンサルタントその他の専門家を含む。）の助言を得ることができる。 

(2)独立委員会は、必要な情報を収集するため、大規模買付者、当社経営陣、当社の取引先、従 

   業員その他独立委員会が必要と認める者に説明を求めることができる。 

  



資料２ 

             独立委員会委員の氏名及び略歴 

  

 本方針導入時の独立委員会の委員は、以下の３名であります。 

  

田淵 智久 

〔略歴〕 

 昭和５９年  弁護士登録 

 昭和５９年  須崎・中村法律事務所入所 

 平成 元 年  田淵法律事務所開設 

 平成 ３ 年  森綜合法律事務所（現森・濱田松本法律事務所）入所 

 平成１９年  末吉綜合法律事務所開設 

※ 同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 

  

佐藤 明夫 

〔略歴〕 

 平成 ９ 年  弁護士登録 

 平成１５年  佐藤総合法律事務所開設 

 平成１７年  駿河台大学大学院法務研究所（法科大学院）兼任講師（現任） 

 平成１７年  株式会社アミューズ社外監査役就任（現任） 

 平成１８年  株式会社日興コーディアルグループ特別調査委員会委員就任 

 平成１９年  ジャスダック証券取引所 コンプライアンス委員会委員長就任（現任） 

 平成１９年  ＧＭＯホスティング＆セキュリティ株式会社社外監査役就任（現任） 

※ 同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 

  

宇津木 修 

〔略歴〕 

 昭和５３年  公認会計士登録 

 昭和５７年  公認会計士宇津木修事務所開設 

 昭和５８年  当社常勤監査役就任 

 平成 元 年  当社監査役就任（現任） 

※ 同氏は会社法第２条第１６号に定める社外監査役です。 

  同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。 

  



資料３ 

                  新株予約権の概要 

  

  １．新株予約権付与の対象となる株主及びその割当条件 

 取締役会で定める基準日における 終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主に対

し、その所有株式（ただし、当社の有する当社普通株式を除く。）1株につき1個の割合で新株予約権

を割り当てる。なお、株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えて募集新株予約権を引き受ける

者の募集を行う場合と、新株予約権の無償割当てを行う場合とがある。 

  

  ２．新株予約権の目的である株式の種類及び数 

 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。新株予約権1個あたりの目的である株

式の数は1株とする。ただし、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものと

する。 

  

  ３．発行又は無償割当ての対象となる新株予約権の総数 

 発行又は無償割当ての対象となる新株予約権の総数は、取締役会が別途定める数とする。取締役会

は、複数回にわたり新株予約権の割当てを行うことがある。 

  

  ４．各新株予約権の払込金額 

 無償とする。 

  

  ５．各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は1円以上で取締役会が定める額とする。 

  

  ６．新株予約権の譲渡制限 

 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要することとする。 

  

  ７．新株予約権の行使条件 

 大規模買付者を含む特定株主グループに属する者（当社の株券等を取得又は保有することが当社株

主共同の利益に反しないと当社取締役会が認めたものを除く。）等に行使を認めないこと等を新株予

約権行使の条件として定めることがある。詳細については、当社取締役会において別途定めるものと

する。 

  

  ８．新株予約権の行使期間等 

 新株予約権の行使期間、取得条件その他必要な事項については、取締役会にて別途定めるものとす

る。なお、上記７．の行使条件のため新株予約権の行使が認められない者以外の者が有する新株予約

権を当社が取得し、新株予約権1個につき1株を交付することができる旨の条項を定めることがある。

  



４ 【事業等のリスク】 

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響

を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、文中の将来に関する事項は、当事

業年度末現在において当社が判断したものであります。 

（１）所属する業界、市場動向 

当社の属する電炉業界は、鉄スクラップ、副原料等の市況をはじめ、製品市況も乱高下の多い業界であ

ります。当業界は潜在的に供給能力が需要量を上回る傾向にあり、さらに海外要因も加わり原料、製品価

格の変動により業績が大きく変化する可能性があります。 

（２）資産の含み損の存在 

当社は、平成１２年３月期に土地の再評価を実施し、土地の再評価差額金の計上を行なっております。

当該土地につきましては地価下落の影響を受ける可能性があります。 

（３）災害や停電等による影響 

当社は、災害等が発生した場合に製造ラインの中断による損害を 小にするため、災害防止活動や定期

的な設備点検を行っております。しかしながら、製造ラインにおいて災害、停電その他の事故による損害

が発生する可能性があります。 

  

５ 【経営上の重要な契約等】 

特記すべき事項はありません。 

  

６ 【研究開発活動】 

特記すべき事項はありません。 

  

７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

（１）当事業年度の経営成績の分析 

当社の当事業年度の経営成績は、活発な民間設備投資に支えられ引き続き鋼材需要は堅調に推移する

中、販売力の増強や生産効率の改善努力により売上高は１５，９６１百万円と前事業年度比４．９％増加

いたしましたが、経常利益は前事業年度比５．１％減の３，０８２百万円でありました。当期純利益は特

別損失や法人税を差引いた結果、前事業年度比１．１％減の１，７４４百万円となりました。 

（２）当事業年度の財政状態の分析 

当事業年度末の総資産は、前事業年度末に比べて１，３７１百万円増加し１６，２３６百万円となりま

した。流動資産は前事業年度末比９７２百万円増加の６，７１５百万円、固定資産は粗列圧延設備（コン

パクト・ミル）等の設備投資により３９８百万円増加の９，５２０百万円となりました。流動資産増加の

主な要因は、売掛金や製品が１，０５６百万円増加したことによるものであります。 

当事業年度末の負債の合計は、前事業年度末に比べて８０百万円減少し７，３５０百万円となりまし

た。流動負債は前事業年度末比３０７百万円増加の５，３３６百万円、固定負債は同３８７百万円減少の

２，０１３百万円となりました。流動負債増加の主な要因は、未払法人税等が９３７百万円減少しました

が、買掛金が1，５１５百万円増加したことによるものであります。固定負債減少の主な理由は、長期借

入金が３７５百万円減少したことによるものであります。 

当事業年度末の純資産の合計は、前事業年度末に比べて１，４５１百万円増加し８，８８５百万円とな

りました。主な増加要因は、当期純利益によるものであります。この結果、当事業年度末の自己資本比率

は前事業年度末に比べて４．７％上昇し、５４．７％となりました。 

（３）経営成績に重要な影響を与える要因について 



当社の属するわが国普通鋼電炉業界は、恒常的に供給力が需要を上回る状況下にあります。当社は常に

市場動向を注視しながら需要に見合った生産の継続を第一とし、製品価格の維持を図っております。一方

原料の鉄スクラップは国内で調達出来る資源でありますが、近年海外市況による鉄スクラップ及び副原料

価格の高騰の影響もあり、機敏な舵取りが求められております。 

（４）戦略的現状と見通し 

当社の生産拠点は原料である鉄スクラップの発生地、鋼材の大消費地にあり、この恵まれた立地を生か

し、顧客との連携強化による用途開発及び市場開拓を進め安定した収益を目指してまいります。 

（５）資本の財源及び資金の流動性についての分析 

当社の資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが仕入債務の増加、法人税等の支払等により

１，７０４百万円の収入となりました。投資活動は有形固定資産の取得による支出等により１，３９３百

万円の支出、財務活動は借入金返済により６５５百万円の支出となり、前期と比べ現金及び現金同等物は

３４３百万円減少いたしました。 

（６）経営者の問題認識と今後の方針について 

当社の経営陣は、現在の厳しい経営情勢を十分理解しながら災害のない、環境に配慮した透明度の高い

経営を基に、高収益企業への挑戦を通じて財務体質の強化を図ってまいります。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当期は、粗列圧延設備のコンパクト化等、投資額は1,288百万円であります。 

なお、所要資金は自己資金及び一部を金融機関からの借入れ等により調達いたしました。 

  

２ 【主要な設備の状況】 

  

 
(注) １ 投下資本の金額は有形固定資産の帳簿価額で建設仮勘定は含まれておりません。 

２ 上記中、本社の建物は賃借中であります。 

３ 上記事業所別設備の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

３ 【設備の新設、除却等の計画】 

（１）重要な設備の新設等 

該当事項はありません。 

  

（２）重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 

  

区分
事業内容及 
び生産品目

土地
建物

(千円)
構築物
(千円)

機械及び
装置 
(千円)

車輌及び
運搬具 
(千円)

工具器具
及び備品
(千円)

投下資本 
合計 

(千円)

従業員数
(人)

面積(㎡) 金額(千円)

生産設備

工場 
(栃木県 
小山市)

鋼材 
ビレット 
の製造

99,608.05 4,370,840 1,097,945 95,987 3,074,720 58,033 311,322 9,008,849 102

その他の設備

本社 
(東京都 
千代田区)

会社統轄 
業務

― ― 754 ― ― ― 4,279 5,033 0

資材置場 
(栃木県 
小山市)

― 24,497.00 146,000 ― ― ― ― ― 146,000 0

厚生施設 
跡地 
(栃木県 
小山市)

― 1,986.72 17,400 ― ― ― ― ― 17,400 0

厚生施設 
跡地 
(群馬県 
草津町)

― 1,468.56 26,100 ― ― ― ― ― 26,100 0

小計 27,952.28 189,500 754 0 0 0 4,279 194,533 0

合計 127,560.33 4,560,340 1,098,700 95,987 3,074,720 58,033 315,601 9,203,382 102



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
（注）資本準備金の減少は欠損てん補によるものであります。 

  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 55,400,000

計 55,400,000

種類
事業年度末現在発行数

(株) 
(平成19年３月31日)

提出日現在発行数
(株) 

(平成19年６月29日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容

普通株式 17,446,000 同左
株式会社ジャスダ
ック証券取引所

株主としての権
利内容に制限の
ない、標準とな
る株式

計 17,446,000 同左 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成17年6月29日 ― 17,446,000 ― 2,453,000 △1,838,309 981,690



(5) 【所有者別状況】 

平成19年３月31日現在 

 
(注) １ 自己株式22,800株は、「個人その他」に22単元、「単元未満株式の状況」に800株含めて記載しておりま

す。なお、期末日現在の実質的な所有株式数は22,800株であります。 

  

  

(6) 【大株主の状況】 

平成19年３月31日現在 

 
(注) １ イチゴジャパンファンドエーは主要株主になりましたので、平成19年1月16日に臨時報告書を関東財務局長

に提出致しました。 

２ イチゴジャパンファンドエーから当期中に大量保有報告書の提出があり（報告義務発生日 平成19年2月28

日）、次のとおり株式を所有している旨報告を受けておりますが、当期末現在における当該法人名義の実質

所有株式数の確認が出来ませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。 

区分

株式の状況(１単元の株式数1,000株)

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び 
地方公共 
団体

金融機関 証券会社
その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数(人) 1 5 17 41 12 1 1,020 1,097 ―

所有株式数 
(単元)

290 273 484 6,865 3,784 3 5,693 17,392 54,000

所有株式数 
の割合(％)

1.67 1.57 2.78 39.47 21.76 0.02 32.73 100.00 ―

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

三井物産株式会社 
（常任代理人資産管理サービス
信託銀行株式会社）

東京都千代田区大手町一丁目2番1号
（東京都中央区晴海一丁目8番12号）

5,092 29.19

イチゴジャパンファンドエー 
（常任代理人いちごアセットマ
ネジメント株式会社）

SECOND FLOOR,COMPASS CENTER.P.O.BOX448.
SHEDDEN ROAD.GEORGE TOWN,GRAND CAYMAN  
KY1-1106.CAYMAN ISLANDS 
（東京都千代田区九段南二丁目1番30）

1,733 9.93

朝日工業株式会社 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 870 4.99

モルガン・スタンレー・アン
ド・カンパニー・インターナシ
ョナル・リミテッド 
（常任代理人モルガン・スタン
レー証券株式会社）

25 CABOT SQUARE,CANARY WHARF,LONDON E14 
4QA ENGLAND 
（東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号）

805 4.61

ユービーエスエージーロンドン
アカウントアイピービーセグリ
ゲイテッドクライアントアカウ
ント 
（常任代理シティバンク、エ
ヌ・エイ東京支店）

AESCHENVORSTADT 48 CH-4002 BASEL
SWITZERLAND 
（東京都品川区東品川二丁目3番14）

708 4.06

日鐵商事株式会社 東京都千代田区大手町二丁目2番1 550 3.15

清水正紀 東京都杉並区 500 2.87

清水真一郎 東京都世田谷区 500 2.87

モルガン・スタンレーアンドカ
ンパニーインク 
（常任代理人モルガン・スタン
レー証券株式会社）

1585 BROADWAY NEW YORK,NEW YORK 10036,
U.S.A. 
（東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号）

480 2.75

小林幹生 神奈川県横浜市青葉区 300 1.72

小林達生 東京都中野区 300 1.72

計 11,838 67.86

発行済株式 



 
(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年３月31日現在 

 
  

② 【自己株式等】 

平成19年３月31日現在 

 
(8) 【ストックオプション制度の内容】 

該当事項はありません。 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

イチゴジャパンファンドエー 
（常任代理人いちごアセットマネ
ジメント株式会社）

SECOND FLOOR,COMPASS CENTER.P.O.BOX448.
SHEDDEN ROAD.GEORGE TOWN,GRAND CAYMAN  
KY1-1106.CAYMAN ISLANDS 
（東京都千代田区九段南二丁目1番30）

2,452 14.05

区分 株式数(株) 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式） 

   普通株式    22,000
― ―

完全議決権株式（その他）    普通株式17,370,000 17,370 ―

単元未満株式    普通株式    54,000 ― ―

発行済株式総数 17,446,000 ― ―

総株主の議決権 ― 17,370 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数の
合計(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

（自己保有株式） 
東京鋼鐵株式会社

東京都千代田区神田司町二
丁目２番地

22,000 ― 22,000 0.13

計 22,000 ― 22,000 0.13



２ 【自己株式の取得等の状況】 
  

   
(1) 【株主総会決議による取得の状況】 

    該当事項はありません。 

  

(2) 【取締役会決議による取得の状況】 

    該当事項はありません。 

  

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】 

 
（注）当期間における取得自己株式には、平成19年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに

よる株式数は含めておりません。 

  

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】 

  

 
（注）当期間における取得自己株式には、平成19年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに

よる株式数は含めておりません。 

  

３ 【配当政策】 

当社の配当基本方針は、内部留保の充実を図りながら収益に応じた配当を目標といたしております。 

 当社の剰余金の配当は中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決定機関

は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。 

 当期の配当につきましては財務体質の強化等を勘案し、１株当たり５円とし、中間配当金（５円）と合

わせて１０円としております。 

 内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開への備えに投入していくこととしております。 

 なお、当社は会社法第４５４条第５項に規定する中間配当をすることができる旨を定款に定めておりま

す。 

 

（注）基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。 

【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式による取得

 旧商法第221条第6項による取得

区分 株式数（株） 価額の総額（千円）

当事業年度における取得自己株式 100 52

当期間における取得自己株式 ― ―

 会社法第155条第7号による取得

区分 株式数（株） 価額の総額（千円）

当事業年度における取得自己株式 5,700 2,819

当期間における取得自己株式 400 226

区分

当事業年度 当期間

株式数(株)
処分価額の総額

(円)
株式数(株)

処分価額の総額 
(円)

引き受ける者の募集を行った 
取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得自己株式 ― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割に係る 
移転を行った取得自己株式

― ― ― ―

その他 ― ― ― ―

保有自己株式数 22,800 ― 23,200 ―

決議年月日 配当金の総額（千円） １株当たり配当額（円）



 
  

４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は、平成16年12月12日までは日本証券業協会におけるもので第48期は（ ）表示をしており、

平成16年12月13日以降はジャスダック証券取引所におけるものであります。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

平成１８年１１月１０日 
取締役会決議

87,132 5

平成１９年６月２８日 
定時株主総会決議

87,116 5

回次 第46期 第47期 第48期 第49期 第50期

決算年月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月

最高(円) 67 230 (574) 610 748 655

最低(円) 26 33 (226) 391 348 412

月別 平成18年10月 11月 12月 平成19年１月 ２月 ３月

最高(円) 475 480 524 550 632 614

最低(円) 425 435 477 500 541 568



５ 【役員の状況】 

  

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

代表取締役 取締役社長 南   良 隆 昭和22年12月２日生

昭和45年４月 三井物産㈱入社

H19.6 
 ～ 
H21.6

０

平成７年４月 三井物産特殊鋼貿易㈱代表取締

役社長就任

平成９年９月 三井物産㈱鉄鋼製品本部線材特

殊鋼部長就任

平成15年６月 三井物産線材販売㈱代表取締役

社長就任

平成19年４月 三井物産鋼材販売㈱顧問就任

平成19年６月 当社代表取締役社長就任(現任)

常務取締役
企画部長兼 
経理部長

新 野 善 行 昭和24年９月29日生

昭和43年５月 当社入社

同上 ３

平成３年４月 当社経理部部長代理

平成９年４月 当社経理部長

平成11年６月 当社取締役経理部長就任

平成14年６月 ㈱コーテツ起業監査役就任 

(現任)

平成17年４月 当社取締役企画部長兼経理部長

就任

平成17年６月 当社常務取締役企画部長兼経理

部長就任（現任）

常務取締役
営業・資材 

担当
早 川   稔 昭和23年８月６日生

昭和42年４月 当社入社

同上 ６

平成３年４月 当社営業部部長代理

平成９年４月 当社営業部長

平成11年６月 当社取締役営業部長就任

平成17年６月 当社常務取締役営業担当就任

平成17年６月 ㈱コーテツ起業取締役社長就任

(現任)

平成18年２月 当社常務取締役営業・資材担当

就任（現任）

常務取締役 工場長 西 山 雅 俊 昭和21年11月27日生

昭和46年４月 当社入社

同上 ２０

平成９年４月 当社工務部長

平成10年４月 当社製造部長

平成17年６月 当社取締役製造部長就任

平成19年５月 当社取締役工場長就任

平成19年６月 当社常務取締役工場長就任 

(現任)

平成19年６月 ㈱コーテツ起業取締役就任 

(現任)

取締役 工務部長 中 野   收 昭和27年９月17日生

昭和48年４月 日平産業㈱入社

同上 １

昭和59年９月 ㈱ミツトヨ入社

平成５年２月 当社入社

平成17年４月 当社工務部長就任

平成19年６月 当社取締役工務部長就任(現任)

常勤監査役 小笠原 雅 弘 昭和15年１月１日生

昭和34年８月 当社入社

H16.6 
  ～ 
H20.6

４

平成７年１月 当社品質管理部長

平成10年11月 当社嘱託

平成12年10月 当社嘱託退任

平成14年５月 当社顧問

平成14年６月 当社常勤監査役就任(現任)

監査役 宇津木   修 昭和23年８月８日生

昭和53年１月 公認会計士登録

同上 １
昭和57年１月 公認会計士宇津木修事務所開設

昭和58年12月 当社常勤監査役就任

平成元年９月 当社監査役就任(現任)



  

 
(注) １ 監査役宇津木修、池田文美は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

  

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数
(千株)

監査役 池 田 文 美 昭和24年７月５日生

昭和49年11月 アーンスト＆アーンスト会計事

務所（現：新日本アーンスト＆

ヤング）入社 H19.6 
  ～ 
H23.6

０昭和57年３月 公認会計士登録

昭和62年６月 ㈱コメリ取締役就任

平成７年５月 池田公認会計士事務所開設

平成19年６月 当社監査役就任(現任)

計 ３５



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、迅速かつ正確な情報把握と意思決定が重要との認識に立ち、少人数の取締役によるオープンな

運営を行っております。また、情報開示の即時化にも努めております。 

（１）会社の機関の内容 

取締役会は、経営方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項を決定するとともに、

業務執行状況を監督する機関と位置付け、運用を行っております。なお、当社の取締役は１０名以内とす

る旨を定款で定めております。 

監査役は、監査役会（３名で構成、うち常勤監査役１名）が定めた監査方針に従い取締役会や主要な会

議に出席し、取締役の業務の執行状況を監査しております。会計監査の適正さを確保するため、監査役会

及び取締役会は、会計監査人から会社法、証券取引法に基づく会計監査の報告を受けております。なお、

経営監視機能の観点から社外監査役２名を任用しております。社外監査役は、当社の経営に参画し監視・

監督の役割を担っております。 

社外監査役は、人的関係はありませんが内１名は当社株式を１，１００株保有しております。なお、社

外監査役は当社とのその他の利害関係はありません。（平成１９年６月２９日現在） 

（２）リスク管理体制及び内部統制システムの整備の状況 

当社は、「東京鋼鐵株式会社役員・社員行動規範」を制定し、高い企業倫理維持や法令順守に努めてお

ります。また、認証取得済のISO９００１に加え平成１８年１１月にはISO１４００１も認証取得し、品質

管理・環境システムの維持を図るため定期審査及び内部監査（品質管理内部監査員２７名、環境内部監査

員３０名で構成）を実施しております。内部監査には監査役及び内部監査室長が立会い、監査内容をチェ

ックしております。なお、内部監査の資料は、会計監査時に必要に応じて会計監査人に提出しておりま

す。 

 内部統制システムの整備については、金融商品取引法の施行により内部統制報告実務が平成２０年４月

から始まりますので、監査法人と連携しながら対応しております。 

（３）役員報酬の内容 

当期における当社の取締役への報酬は、取締役５名に対し１３０百万円であります。監査役への報酬

は、監査役２名に対し１９百万円（うち社外監査役３百万円）であります。この報酬金額には、平成１９

年６月２８日開催の定時株主総会において決議された役員賞与２８百万円と、当期に繰り入れた役員退職

慰労金引当額１２百万円を含めております。なお、社外監査役１名は無報酬であります。 

（４）監査報酬の内容 

当社の会計監査人であるみすず監査法人に対する報酬は、公認会計士法（昭和２３年法律第１０３号）

第２条第１項に規定する業務に基づく報酬が９百万円であり、それ以外の報酬はありません。共同監査人

である公認会計士佐藤幹雄（佐藤公認会計士事務所）に対する報酬は、公認会計士法（昭和２３年法律第

１０３号）第２条第１項に規定する業務に基づく報酬が３百万円であり、それ以外の報酬はありません。

 なお、業務を執行した公認会計士は、樋口節夫氏、孫延生氏、佐藤幹雄氏であり、会計監査業務に係る

補助者は公認会計士７名、会計士補２名、その他４名であり、公認会計士佐藤幹雄の審査体制は、みすず

監査法人が採用する審査基準によっております。 

  



第５ 【経理の状況】 

1. 財務諸表の作成方法について 

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59

号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、第49期事業年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)は、改正前の財務諸表等規則に基

づき、第50期事業年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)は、改正後の財務諸表等規則に基づ

いて作成しております。 

  

2. 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、第49期事業年度(平成17年４月１日から平成18年３月

31日まで)の財務諸表については中央青山監査法人より監査を受け、第50期事業年度(平成18年４月１日か

ら平成19年３月31日まで)の財務諸表については、みすず監査法人及び公認会計士佐藤幹雄（佐藤公認会

計士事務所）により共同監査を受けております。 

 なお、中央青山監査法人は平成18年９月１日より、法人名称を「みすず監査法人」に変更しておりま

す。 

  

3. 連結財務諸表について 

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)第５条第２項により、

当社では、子会社の資産、売上高等から見て、当企業集団の財政状態及び経営成績に関する合理的な判断

を誤らせない程度に重要性が乏しいものとして、連結財務諸表は作成しておりません。 

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。 

 
＊会社間項目の消去後の数値により算出しております。 

  

資産基準 0.34％

売上高基準 0.21％

利益基準 0.50％

利益剰余金基準 0.52％



１ 【財務諸表等】 

Ⅰ 【財務諸表】 

１ 【貸借対照表】 

  

 
  

第49期
(平成18年３月31日)

第50期 
(平成19年３月31日)

科目
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 1,083,062 749,208

 ２ 受取手形 ※８ 1,317,271 1,221,508

 ３ 売掛金
※４ 
 ８

1,927,199 2,695,708

 ４ 商品 88,304 74,403

 ５ 製品 538,880 826,381

 ６ 半製品 130,587 286,806

 ７ 原材料 462,280 659,290

 ８ 貯蔵品 43,868 77,262

 ９ 前払費用 4,483 4,488

 10 未収入金 11,638 45,325

 11  繰延税金資産 134,273 75,342

 12 その他 1,499 61

  流動資産合計 5,743,349 38.6 6,715,787 41.3

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物 2,974,124 2,999,292

     減価償却累計額 1,835,842 1,138,282 1,900,592 1,098,700

  (2) 構築物 427,457 442,967

     減価償却累計額 340,779 86,678 346,979 95,987

  (3) 機械及び装置 11,971,420 12,409,389

     減価償却累計額 9,358,733 2,612,686 9,334,668 3,074,720

  (4) 車両及び運搬具 170,710 177,510

     減価償却累計額 161,979 8,730 119,476 58,033

  (5) 工具器具及び備品 927,604 979,469

     減価償却累計額 663,926 263,678 663,867 315,601

  (6) 土地 ※６ 4,522,309 4,560,340

  (7) 建設仮勘定 265,156 42,830

   有形固定資産合計 8,897,522 59.9 9,246,212 57.0



 
  

第49期
(平成18年３月31日)

第50期 
(平成19年３月31日)

科目
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

 ２ 無形固定資産

  (1) ソフトウエア 33,742 27,427

  (2) 電話加入権 2,283 2,283

   無形固定資産合計 36,026 0.2 29,711 0.2

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 8,265 8,265

  (2) 関係会社株式 60,000 60,000

  (3) 出資金 13,700 13,700

  (4) 長期貸付金 10,000 10,000

  (5) 差入保証金 8,404 8,348

  (6) 前払年金費用 － 39,165

  (7) 会員権 8,704 8,799

  (8) その他 79,032 96,432

   投資その他の資産合計 188,106 1.3 244,711 1.5

   固定資産合計 9,121,655 61.4 9,520,635 58.7

  資産合計 14,865,005 100.0 16,236,422 100.0

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 96,834 42,049

 ２ 買掛金
※１ 
 ４

1,403,763 2,919,612

 ３ 短期借入金 ※１ 580,000 870,000

 ４ 一年以内返済予定の 
   長期借入金

※１ 441,052 135,452

 ５ 未払金 ※１ 883,425 745,231

 ６ 未払法人税等 1,359,480 422,067

 ７ 未払消費税等 62,421 －

 ８ 未払費用 19,961 20,024

 ９ 預り金 4,521 13,315

 10 賞与引当金 101,721 96,473

 11 役員賞与引当金 － 28,000

 12 設備支払手形 76,471 44,436

  流動負債合計 5,029,653 33.8 5,336,661 32.9

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※１ 663,350 287,898

 ２ 退職給付引当金 38,732 －

 ３ 役員退職慰労引当金 53,243 65,503

 ４ 環境対策引当金 153,353 153,353

 ５ 再評価に係る 
   繰延税金負債

※６ 1,492,338 1,491,386

 ６ 繰延税金負債 － 15,666

  固定負債合計 2,401,018 16.2 2,013,807 12.4

  負債合計 7,430,671 50.0 7,350,469 45.3



 
  

第49期
(平成18年３月31日)

第50期 
(平成19年３月31日)

科目
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資本の部)

Ⅰ 資本金 ※２ 2,453,000 16.5 ― ―

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 981,690 ―

   資本剰余金合計 981,690 6.6 ― ―

Ⅲ 利益剰余金

 １ 当期未処分利益 1,766,369 ―

   利益剰余金合計 1,766,369 11.9 ― ―

Ⅳ 土地再評価差額金
※６ 
 ７

2,238,508 15.0 ― ―

Ⅴ 自己株式 ※３ △5,234 △0.0 ― ―

   資本合計 7,434,333 50.0 ― ―

   負債・資本合計 14,865,005 100.0 ― ―



 
  

第49期
(平成18年３月31日)

第50期 
(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ― ― 2,453,000 15.1

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 ― 981,690

    資本剰余金合計 ― ― 981,690 6.1

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 ― 21,000

  (2) その他利益剰余金 3,201,289

    繰越利益剰余金 ― 3,201,289

    利益剰余金合計 ― ― 3,222,289 19.8

 ４ 自己株式 ― ― △8,106 △0.1

   株主資本合計 ― ― 6,648,873 40.9

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ 土地再評価差額金 ― ― 2,237,080

   評価・換算差額等合計 ― ― 2,237,080 13.8

   純資産合計 ― ― 8,885,953 54.7

   負債・純資産合計 ― ― 16,236,422 100.0



２ 【損益計算書】 

  

 
  

第49期
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

第50期
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

科目
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 ※１

 １ 製品等売上高 15,211,605 100.0 15,961,971 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１

 １ 製品等売上原価

  (1) 期首製品及び 
     商品たな卸高

764,240 627,185

  (2) 商品仕入高 623,449 631,723

  (3) 当期製品製造原価 10,156,054 11,361,320

   合計 11,543,744 12,620,229

  (4) 他勘定振替高 ※２ 1,006 957

  (5) 期末製品及び 
     商品たな卸高

627,185 900,785

   製品等売上原価 10,915,552 11,718,487

 ２ 原材料売上原価 8,508 10,924,060 71.8 11,871 11,730,359 73.5

   売上総利益 4,287,544 28.2 4,231,612 26.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 運送費 608,728 637,167

 ２ 役員報酬 72,566 79,920

 ３ 従業員給料・賞与 75,771 71,789

 ４ 賞与引当金繰入額 13,560 12,563

 ５ 雑給 ― 81,888

 ６ 減価償却費 16,176 22,873

 ７ 支払手数料 ― 98,524

 ８ その他 244,020 1,030,824 6.8 160,432 1,165,158 7.3

  営業利益 3,256,719 21.4 3,066,453 19.2

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 314 326

 ２ 賃貸料収入 ※１ 4,500 3,570

 ３ 作業屑売却益 2,516 2,549

 ４ 仕入割引 16,076 24,320

 ５ その他の営業外収益 8,840 32,246 0.2 33,417 64,183 0.4



 
  

第49期
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

第50期
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

科目
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 28,131 17,997

 ２ 売上割引 6,619 7,295

 ３ その他の営業外費用 5,039 39,790 0.2 23,024 48,317 0.3

  経常利益 3,249,176 21.4 3,082,320 19.3

Ⅵ 特別損失

 １ 固定資産廃却損 ※３ 43,298 136,663

 ２ 減損損失 ※４ 33,750 28,971

 ３ 環境対策引当金繰入額 153,353 ―

 ４ 過年度役員退職慰労 
   引当金繰入額

41,419 271,821 1.8 ― 165,635 1.0

   税引前当期純利益 2,977,355 19.6 2,916,684 18.3

   法人税、住民税 
   及び事業税

1,348,498 1,098,125

   法人税等調整額 △135,569 1,212,929 8.0 73,645 1,171,770 7.3

   当期純利益 1,764,425 11.6 1,744,914 10.9

   土地再評価差額金取崩額 1,944 ―

   当期未処分利益 1,766,369 ―



製造原価明細書 

  

 
(注) 

 
  

第49期
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

第50期
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

科目
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比 
(％)

Ⅰ 材料費 7,444,019 73.0 8,896,042 75.8

Ⅱ 労務費 ※３ 750,307 7.4 764,281 6.5

Ⅲ 経費 ※２ 1,998,760 19.6 2,078,127 17.7

  当期総製造費用 10,193,086 100.0 11,738,451 100.0

  期首半製品たな卸高 249,699 130,587

  副産物振替高 156,143 220,042

  他勘定振替高 ※４ ― 870

  期末半製品たな卸高 130,587 286,806

  当期製品製造原価 10,156,054 11,361,320

項目
第49期

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

第50期
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 原価計算の方法
工程別総合原価計算法によっており

ます。
同左

２ 経費のうち主なものは次

のとおりであります。

     電力費(千円)

     減価償却費(千円)

 

 

596,862 

575,055

 

 

718,804 

580,110

３ 製造原価に算入した引当

金繰入額は次のとおりで

あります。

賞与引当金繰入額(千円)

 

 

 

88,161

 

 

 

83,910

４ 他勘定振替高は次のとお

りであります。(千円) ― 870



３ 【利益処分計算書】 

 
  

４ 【株主資本等変動計算書】 

第50期(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日)        （単位：千円） 

 
  

 
  

第49期
株主総会承認日 

(平成18年６月29日)

科目
注記 
番号

金額(千円)

Ⅰ 当期未処分利益 1,766,369

Ⅱ 利益処分額

 １ 配当金 174,290

 ２ 利益準備金 21,000

 ３ 役員賞与 29,000 224,290

Ⅲ 次期繰越利益 1,542,079

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成18年３月31日残高 2,453,000 981,690 981,690

事業年度中の変動額

 利益準備金積立 ―

 剰余金の配当（注１） ―

 役員賞与（注２） ―

 当期純利益 ―

 自己株式の取得 ―

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

―

事業年度中の変動額合計 ― ― ―

平成19年３月31日残高 2,453,000 981,690 981,690

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高 ― 1,766,369 1,766,369 △5,234 5,195,825

事業年度中の変動額

 利益準備金積立 21,000 △21,000 ― ―

 剰余金の配当（注１） △261,422 △261,422 △261,422

 役員賞与（注２） △29,000 △29,000 △29,000

 当期純利益 1,744,914 1,744,914 1,744,914

 自己株式の取得 ― △2,872 △2,872

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

1,428 1,428 1,428

事業年度中の変動額合計 21,000 1,434,920 1,455,920 △2,872 1,453,048

平成19年３月31日残高 21,000 3,201,289 3,222,289 △8,106 6,648,873

評価・換算差額等



 
  

（注１）剰余金の配当のうち、平成１８年６月の定時株主総会における利益処分項目は、174,290千円であります。 

（注２）平成１８年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

土地再評価 

差額金

評価・換算 

差額等合計
純資産合計

平成18年３月31日残高 2,238,508 2,238,508 7,434,333

事業年度中の変動額

 利益準備金積立 ― ―

 剰余金の配当（注１） ― △261,422

 役員賞与（注２） ― △29,000

 当期純利益 ― 1,744,914

 自己株式の取得 ― △2,872

 株主資本以外の項目の 

 事業年度中の変動額(純額)
△1,428 △1,428 ―

事業年度中の変動額合計 △1,428 △1,428 1,451,620

平成19年３月31日残高 2,237,080 2,237,080 8,885,953

 



５ 【キャッシュ・フロー計算書】 
  

 
  

重要な会計方針 

  

第49期
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

第50期
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

科目
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税引前当期純利益 2,977,355 2,916,684

 ２ 減価償却費 601,572 602,984

 ３ 減損損失 33,750 28,971

 ４ 賞与引当金の減少額 △2,282 △5,248

 ５ 役員賞与引当金の増加額 ― 28,000

 ６ 退職給付引当金の減少額 △37,077 △38,733

 ７ 前払年金費用の増加額 ― △39,166

 ８ 役員退職慰労引当金の増加額 53,243 12,260

 ９ 環境対策引当金の増加額 153,353 ―

 10 受取利息及び受取配当金 △314 △326

 11 支払利息 28,131 17,997

 12 固定資産廃却損 43,298 136,663

 13 売上債権の増加額 △907,376 △672,746

 14 たな卸資産の増減額 299,963 △660,222

 15 その他の資産の増減額 602 △39,615

 16 仕入債務の増減額 △1,812,380 1,531,148

 17 未払消費税等の減少額 △63,698 △62,421

 18 その他の負債の増減額 △14,804 7,050

    小計 1,353,340 3,763,281

 19 利息及び配当金の受取額 307 320

 20 利息の支払額 △26,813 △17,993

 21 固定資産解体費用 ― △7,028

 22 法人税等の支払額 △5,610 △2,033,721

   営業活動によるキャッシュ・フロー 1,321,224 1,704,859

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 定期預金の預入れによる支出 △30,000 △70,000

 ２ 定期預金の払戻しによる収入 30,000 60,000

 ３ 有形固定資産の取得による支出 △292,180 △1,362,820

 ４ 無形固定資産の取得による支出 △2,459 △4,550

 ５ 貸付による支出 △919,931 △100,000

 ６ 貸付金の回収による収入 921,361 101,403

 ７ その他投資にかかる支出 △16,150 △17,400

   投資活動によるキャッシュ・フロー △309,359 △1,393,367

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入れによる収入 5,153,939 9,241,667

 ２ 短期借入金の返済による支出 △5,073,939 △8,951,667

 ３ 長期借入れによる収入 300,000 ―

 ４ 長期借入金の返済による支出 △1,035,822 △681,052

 ５ 自己株式の取得による支出 △2,130 △2,872

 ６ 配当金の支払額 ― △261,422

   財務活動によるキャッシュ・フロー △657,953 △655,346

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 353,912 △343,854

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 704,150 1,058,062

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,058,062 714,208

項目
第49期

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

第50期
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式 

  移動平均法による原価法を採用し 

子会社株式 

  同左 



 
  

  ております。 

その他有価証券 

 時価のないもの 

  移動平均法による原価法を採用し 

  ております。

   

その他有価証券 

 時価のないもの 

  同左 

  

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

移動平均法による原価法によっており

ます。

  同左

３ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産 

  定額法を採用しております。

なお、耐用年数及び残存価額につ

いては、法人税法に規定する方法

と同一の基準によっております。

(1) 有形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

自社利用のソフトウエアについて

は、社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法によってお

ります。

(2) 無形固定資産

同左

４ 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金

従業員に対する賞与に充てるため

翌期支給見込額のうち当期負担額

を計上しております。

(2) 役員賞与引当金

―

(1) 賞与引当金

同左

(2) 役員賞与引当金

役員に対する賞与に充てるため翌

期支給見込額のうち当期負担額を

計上しております。
（会計処理の変更）

当期より「役員賞与に関する会計

基準」(企業会計基準委員会 平

成17年11月29日 企業会計基準第

4号)を適用しております。これに

より営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益は28,000千円減少し

ております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、当期

末において発生していると認めら

れる額を計上しております。

なお、会計基準変更差異(422,700

千円)については15年による按分

額を費用処理しております。

(3) 退職給付引当金

同左



 
  

項目
第49期

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

第50期
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備える

ため、内規に基づく期末要支給額

を計上しております。
（会計処理の変更）

役員退職慰労金は、従来、支出時

の費用として処理しておりました

が、当期より内規に基づく期末要

支給額を引当金として計上する方

法に変更いたしました。

 この変更は、近年役員退職慰労

金に対する引当金の計上が会計慣

行として定着しつつあり、当期に

おいて役員退職慰労金の内規が整

備されたことを契機に、当該費用

を役員の在任期間にわたって費用

配分することにより、期間損益の

適正化と財務内容の健全化を図る

ために行ったものであります。

 この変更に伴い、当期発生額１

１，８２４千円は販売費及び一般

管理費に、過年度分負担額４１，

４１９千円は特別損失に計上して

おります。この結果、従来の方法

に比べ、営業利益及び経常利益は

１１，８２４千円、税引前当期純

利益は５３,２４３千円それぞれ

減少しております。

 また、役員退職慰労金の内規の

整備が下期に行われたため、当中

間会計期間は従来の方法によって

おります。従って、当中間会計期

間の営業利益及び経常利益は５，

６９４千円、税引前中間純利益は

４７，１１３千円それぞれ多く計

上されております。

(4) 役員退職慰労引当金

同左 

 

 
（会計処理の変更）

―

(5)環境対策引当金

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適

正な処理の推進に関する特別措置

法」により、今後発生が見込まれ

るPCB廃棄物の処理費用に充てる

ため、その所要見込額を計上して

おります。

(5) 環境対策引当金

同左

５ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

  同左



 

会計処理の変更 

  

 
  

表示方法の変更 

  

 
  

  

項目
第49期

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

第50期
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

６ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資

金(現金及び現金同等物)は手許現金、

要求払預金及び取得日から３ヶ月以内

に満期日の到来する流動性の高い、容

易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない

短期的な投資からなっております。

  同左

７ その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の処理方法 

税抜方式を採用しております。

消費税等の処理方法

  同左

第49期
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

第50期
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

― (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準、貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針、自己株式及び準備金の額の減少等に関する会

計基準、自己株式及び準備金の額の減少等に関する会

計基準の適用指針) 

当期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企

業会計基準第5号)及び「貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準委員

会 平成17年12月9日 企業会計基準適用指針第8号)並

びに改正後の「自己株式及び準備金の額の減少等に関

する会計基準」(企業会計基準委員会 終改正平成18

年8月11日 企業会計基準第1号)及び「自己株式及び準

備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」(企業

会計基準委員会 終改正平成18年8月11日 企業会計

基準適用指針第2号)を適用しております。 

これによる損益に影響はありません。なお、従来の

「資本の部」の合計に相当する金額は8,885,953千円で

あります。 

財務諸表等規則の改正により、当事業年度における財

務諸表は、改正後の財務諸表等規則により作成してお

ります。

第49期
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

第50期
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

前期まで「その他の営業外費用」に含めて表示してい

た「売上割引」は、営業外費用の合計額の100分の10を

超えることとなったため区分掲記することに変更しま

した。 

 なお、前期における「売上割引」の金額は5,277千円

であります。

１ 前期まで販売費及び一般管理費の「その他」に含め

て表示していた「雑給」は、金額的重要性が増したた

め区分掲記することに変更しました。 

 なお、前期における「雑給」の金額は76,977千円で

あります。

２ 前期まで販売費及び一般管理費の「その他」に含め

て表示していた「支払手数料」は、金額的重要性が増

したため区分掲記することに変更しました。 

 なお、前期における「支払手数料」の金額は26,497

千円であります。



注記事項 

(貸借対照表関係) 

 
  

第49期 
(平成18年３月31日)

第50期
(平成19年３月31日)

 

※１ 資産につき設定している担保権の明細

 (1) 担保に供している資産

千円 千円

土地 4,476,709 ( 4,372,120)

建物 1,072,188 ( 1,072,188)

構築物 86,558 ( 86,558)

機械及び装置 2,607,560 ( 2,607,560)

工具器具及び備品 1,116 ( 1,116)

計 8,244,133 ( 8,139,543)

（ ）は工場財団組成分であり、内数である。
 

※１ 資産につき設定している担保権の明細

 (1) 担保に供している資産

千円 千円

土地 4,516,840 ( 4,370,840)

建物 1,038,969 ( 1,038,969)

構築物 95,866 ( 95,866)

機械及び装置 3,069,925 ( 3,069,925)

工具器具及び備品 1,116 ( 1,116)

計 8,722,718 ( 8,576,718)

（ ）は工場財団組成分であり、内数である。

 (2) 担保付債務

千円

短期借入金 580,000

一年以内返済予定の長期借入金 201,052

長期借入金 423,350

買掛金 630,848

未払金 14,271

計 1,849,522

 (2) 担保付債務

千円

短期借入金 870,000

一年以内返済予定の長期借入金 135,452

長期借入金 287,898

買掛金 2,002,502

未払金 22,125

計 3,317,978

※２ 会社が発行する株式 普通株式 55,400,000株

   発行済株式総数   普通株式 17,446,000株

※２ ― 

   

※３ 自己株式の保有数

普通株式 17,000株

※３ ― 

   

※４ 関係会社に係る注記

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは、次のとおりでありま

す。

売掛金 230,099千円

買掛金 630,848千円

※４ 関係会社に係る注記

   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは、次のとおりでありま

す。

売掛金 244,031千円

買掛金 2,002,502千円

 ５ 偶発債務

 (1) 銀行借入に対する保証債務

従業員(住宅資金) 5,223千円

 ５ 偶発債務

 (1) 銀行借入に対する保証債務

従業員(住宅資金) 3,173千円

 (2) リース契約に対する保証債務

㈱コーテツ起業(設備資金) 8,010千円

   ―



 
  

(損益計算書関係) 

  

 
  

第49期 
(平成18年３月31日)

第50期
(平成19年３月31日)

※６ 土地の再評価について

   「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31

日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法

律の一部を改正する法律」(平成11年３月31日改正)

に基づき事業用の土地の再評価を行い、当該評価差

額のうち法人税その他利益に関する金額を課税標準

とする税金に相当する金額である「再評価に係る繰

延税金負債」を負債の部に計上し、当該繰延税金負

債を控除した金額を「土地再評価差額金」として資

本の部に計上しております。

 再評価を行った年月日 平成12年３月31日

 当該事業用土地の再評価後の帳簿価額 4,522,309千円

 当該事業用土地の当期末における時価 2,875,309千円

     差額 1,647,000千円

※６ 土地の再評価について

   「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31

日公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法

律の一部を改正する法律」(平成11年３月31日改正)

に基づき事業用の土地の再評価を行い、当該評価差

額のうち法人税その他利益に関する金額を課税標準

とする税金に相当する金額である「再評価に係る繰

延税金負債」を負債の部に計上し、当該繰延税金負

債を控除した金額を「土地再評価差額金」として純

資産の部に計上しております。

 再評価を行った年月日 平成12年３月31日

当該事業用土地の再評価後の帳簿価額 4,560,340千円

当該事業用土地の当期末における時価 2,816,340千円

    差額 1,744,000千円

同法律第３条第３項に定める再評価の方法

  「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年３

月31日公布政令第119号)第２条第５号に定める「不

動産鑑定士による鑑定評価」により算出した価格に

基づいて時点修正等合理的な調整を行って算定して

おります。

同法律第３条第３項に定める再評価の方法

  同左

※７ 配当制限

  ①再評価の差額金は、土地の再評価に関する法律第

7条の２第１項の規定により、配当に充当すること

が制限されております。

※７ ―

   

 

 

※８ 期末日満期手形等の会計処理

期末満期手形等の会計処理については、満期日に決

済が行われたものとして処理しています。 

なお、当期末日が金融機関の休日であったため、次

の期末日満期手形及び売掛金は、当期末残高から除

かれております。 

受取手形             393,542千円 

売掛金              131,363千円

第49期
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

第50期
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※１ 関係会社との取引に係わるもの

    関係会社との取引に係わるものが、次のとおり

含まれております。

売上高 4,949,801千円

原材料等仕入高 4,264,066千円

商品仕入高 615,663千円

賃貸料収入 4,500千円

※１ 関係会社との取引に係わるもの

    関係会社との取引に係わるものが、次のとおり

含まれております。

売上高 4,923,728千円

原材料等仕入高 4,766,097千円

商品仕入高 622,828千円

賃貸料収入 3,570千円

※２ 他勘定振替高は営業外費用へ 1,006千円振替えた

ものであります。

※２ 他勘定振替高は営業外費用へ957千円振替えたも

のであります。

※３ 固定資産廃却損の内訳は次のとおりであります。

建物 5,973千円

構築物 583千円

機械及び装置 34,185千円

車両及び運搬具 201千円

工具器具及び備品 2,355千円

計 43,298千円

※３ 固定資産廃却損の内訳は次のとおりであります。

建物 1,060千円

構築物 145千円

機械及び装置 133,284千円

車両及び運搬具 1,730千円

工具器具及び備品 442千円

計 136,663千円



次へ 

  

 
  

第49期
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

第50期
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

※４ 減損損失

（１）当社は電炉事業に使用している固定資産について

は、すべての資産が一体となってキャッシュ・フ

ローを生成していることから、全体を１つの資産

グループとして、遊休資産については、個別物件

単位でグルーピングしております。当事業年度に

おいて当社は下記の遊休資産について減損損失を

計上しております。
       用途 資材置場跡地他
       場所 栃木県小山市他
       種類 土地
（２）遊休資産たる土地について地価の下落により帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減

損損失（33,750千円）として特別損失に計上しま

した。なお、当該遊休資産の回収可能価額は、正

味売却価額により測定しており、正味売却価額は

第三者による鑑定評価を基礎として算定しており

ます。

※４ 減損損失

（１）同左 

 

 

 

 

 

 

 
 
（２）遊休資産たる土地について地価の下落により帳簿

価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減

損損失（28,971千円）として特別損失に計上しま

した。なお、当該遊休資産の回収可能価額は、正

味売却価額により測定しており、正味売却価額は

第三者による鑑定評価を基礎として算定しており

ます。



(株主資本等変動計算書関係) 

第50期(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加  5,800株 

  
３ 新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。  
  
４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
  

(キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株)      17,446,000    ―    ―     17,446,000

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株)        17,000        5,800    ―       22,800

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 174,290 10 平成18年３月31日 平成18年６月30日

平成18年11月10日 
取締役会

普通株式 87,132 5 平成18年９月30日 平成18年12月11日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 87,116 5 平成19年３月31日 平成19年６月29日

第49期
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

第50期
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 1,083,062千円

預入期間が３か月を超える
定期預金

25,000千円

現金及び現金同等物 1,058,062千円
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 749,208千円

預入期間が３か月を超える
定期預金

35,000千円

現金及び現金同等物 714,208千円



(リース取引関係) 

 
  

第49期
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

第50期
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 

取得価額相
当額 
(千円)

減価償却累
計額相当額 
(千円)

期末残高相
当額 
(千円)

車両及び運搬
具

7,728 4,057 3,670

工具器具及び
備品

4,351 466 3,885

ソフトウエア 16,680 5,282 11,398

合計 28,759 9,805 18,953

 

取得価額相
当額 
(千円)

減価償却累
計額相当額 
(千円)

期末残高相
当額 
(千円)

車両及び運搬
具

20,232 6,215 14,016

工具器具及び
備品

4,351 1,087 3,263

ソフトウエア 16,680 8,618 8,062

合計 41,263 15,921 25,341

  なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高

が有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定している。

  同左

② 未経過リース料期末残高相当額等

  未経過リース料期末残高相当額

１年以内 5,148千円

１年超 13,805千円

合計 18,953千円

② 未経過リース料期末残高相当額等

  未経過リース料期末残高相当額

１年以内 11,400千円

１年超 13,941千円

合計 25,341千円

  なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リ

ース料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法により算定して

いる。

  同左

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失

支払リース料 4,992千円

減価償却費相当額 4,992千円

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失

支払リース料 6,711千円

減価償却費相当額 6,711千円

④ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっている。

（減損損失について）

 リース資産に配分された減損損失はありません。

④ 減価償却費相当額の算定方法

  同左

（減損損失について）

  同左



(有価証券関係) 

第49期（自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日） 

１ 時価評価されていない有価証券 

  その他有価証券 

 
  

第50期（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

１ 時価評価されていない有価証券 

  その他有価証券 

 
  

(デリバティブ取引関係) 

第49期（自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日） 

当社はデリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

第50期（自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日） 

当社はデリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

内容
貸借対照表計上額 

(千円)

非上場株式 8,265

内容
貸借対照表計上額 

(千円)

非上場株式 8,265



(退職給付関係) 

  

 
  

(ストック・オプション等関係) 

第49期 該当事項はありません。 

第50期 該当事項はありません。 

  

第49期
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

第50期
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

 

１採用している退職給付制度の概要

 当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制

度を設けております。

２退職給付債務及びその内訳

(1)退職給付債務 463,472千円

(2)年金資産 171,118千円

(3)未積立退職給付債務 292,353千円

(4)会計基準変更時差異の未処理額 253,620千円

(5)前払年金費用 ―千円

(6)退職給付引当金 38,732千円

当社は退職給付会計において、簡便法を採用してお

ります。

３退職給付費用の内訳

会計基準変更時差異の費用処理額 28,180千円

その他 6,467千円

４退職給付債務の計算根拠

 会計基準変更時差異の処理年数       15年

 

 

１採用している退職給付制度の概要

 当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制

度を設けております。

２退職給付債務及びその内訳

(1)退職給付債務 387,919千円

(2)年金資産 201,644千円

(3)未積立退職給付債務 186,274千円

(4)会計基準変更時差異の未処理額 225,440千円

(5)前払年金費用 39,165千円

(6)退職給付引当金 ―千円

当社は退職給付会計において、簡便法を採用してお

ります。

３退職給付費用の内訳

会計基準変更時差異の費用処理額 28,180千円

その他 △26,339千円

４退職給付債務の計算根拠

 会計基準変更時差異の処理年数       15年



(税効果会計関係) 

  

 
  

(持分法損益等) 

第49期 関連会社が存在しないため持分法を適用しておりません。 

第50期 関連会社が存在しないため持分法を適用しておりません。 

第49期 
(平成18年３月31日)

第50期
(平成19年３月31日)

 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

   賞与引当金 40,688千円

   未払事業税 93,584千円

   会員権評価損 55,745千円

   温泉権評価損 987千円

   減損損失 67,682千円

   退職給付引当金 15,493千円

   環境対策引当金 61,341千円

   役員退職慰労引当金 21,297千円

   その他 ―千円

繰延税金資産小計 356,819千円

評価性引当額 △222,546千円

繰延税金資産合計 134,273千円

 

 

 

 

 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異が、法定実効税率の百分の五以下

であるため、注記を省略しております。

 

 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

  賞与引当金 38,589千円

  未払事業税 30,897千円

  会員権評価損 55,745千円

  温泉権評価損 ―千円

  減損損失 51,518千円

  退職給付引当金 ―千円

  環境対策引当金 61,341千円

  役員退職慰労引当金 26,201千円

  その他 5,855千円

繰延税金資産小計 270,148千円

評価性引当額 △194,806千円

繰延税金資産合計 75,342千円

２ 繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金負債

  前払年金費用 15,666千円

繰延税金負債小計 15,666千円

繰延税金負債合計 15,666千円

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異が、法定実効税率の百分の五以下

であるため、注記を省略しております。



【関連当事者との取引】 

第49期(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

関連当事者との取引 

 (1) 親会社及び法人主要株主等 

  

 
(注) １．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。 

    ２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

    ① 製品の販売については価格その他の条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によって 

 います。 

    ② 原材料等の購入については、市場価格等を勘案し購入価格を提示して購入しております。 

 (2) 子会社等 

  

 
(注) １．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。 

    ２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

    ① 副産物の販売については価格その他の条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によって 

 います。 

    ② 作業請負については、作業内容を勘案し毎期契約を締結しております。 

    ③ 債務保証については、保証料は受領しておりません。 

    ④ 賃貸料については、事務所等を賃貸しており、周辺の取引実態に基づいて決定しております。 

  

属性
会社等 
の名称

住所
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の 
内容 

又は職業

議決権等の
被所有割合 

(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

その他 
の関係 
会社

三井物産
㈱

東京都 
千代田区

295,766,378 総合商社 直接 29.3 なし

当社製品
の販売と 
原材料等
の購入

製品の販売 4,943,286 売掛金 229,267

原材料等の
購入

4,879,729

買掛金 630,848

未払金 14,233

属性
会社等 
の名称

住所
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の 
内容 

又は職業

議決権等の
所有割合 
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社
㈱コーテ
ツ起業

栃木県 
小山市

60,000
金属精錬 
業

直接 100
兼任

３名

製鋼・圧
延等の作 
業請負他

副産物の販
売

6,515 売掛金 832

作業請負 419,227 未払金 61,813

債務保証 8,010  ― ―

賃貸料 4,500  ― ―



 (3) 兄弟会社等 

  

 
(注) １．上記金額のうち、売上債権の譲渡の取引金額及び売掛金の期末残高は消費税等を含んで表示しておりま

す。 

    ２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

    ① 借入及び割引料に係る条件は、市場金利等を勘案し利率を合理的に設定しております。 

    ② 貸付及び貸付利息に係る条件は、市場金利等を勘案し利率を合理的に設定しております。 

   ３．物産クレジット㈱は、平成17年4月1日をもって三井物産フィナンシャルサービス㈱に社名変更しておりま

す。 

  

 
(注) １．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。 

    ２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

     原材料等の購入については、市場価格等を勘案し購入価格を提示して購入しております。 

  

属性
会社等 
の名称

住所
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の 
内容 

又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合 
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

その他
の関係
会社の
子会社

三井物産
フィナン
シャルサ
ービス㈱

東京都 
千代田区

2,000,000
金融サー
ビス業

― なし なし

資金の借入 50,000
短期借入
金

240,000

利息の支払 5,575
長期借入
金

240,000

売上債権の
譲渡

4,679,227 売掛金 1,187,105

割引料の支
払

237
短期貸付
金

7

資金の貸付 919,931 ― ―

利息の受取 35 ― ―

属性
会社等 
の名称

住所
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の 
内容 

又は職業

議決権等の
被所有割合 

(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

その他 
の関係 
会社の
子会社

三井物産
金属原料
㈱

東京都 
千代田区

381,900 総合商社 ― なし
原材料の
購入

原材料等の
購入

318,681

買掛金 218,533

未払金 455



第50期(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

関連当事者との取引 

 (1) 親会社及び法人主要株主等 

  

 
(注) １．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。 

    ２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

    ① 製品の販売については価格その他の条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によって 

 います。 

    ② 原材料等の購入については、市場価格等を勘案し購入価格を提示して購入しております。 

 ３．当社の買掛金等に対する有形固定資産の担保提供については、原材料購入等に付随するものであります。

  

 (2) 子会社等 

  

 
(注) １．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。 

    ２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

    ① 副産物の販売については価格その他の条件は、当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によって 

 います。 

    ② 作業請負については、作業内容を勘案し毎期契約を締結しております。 

    ③ 賃貸料については、事務所等を賃貸しており、周辺の取引実態に基づいて決定しております。 

  

属性
会社等 
の名称

住所
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の 
内容 

又は職業

議決権等の
被所有割合 

(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

その他 
の関係 
会社

三井物産
㈱

東京都 
千代田区

323,212,620 総合商社 直接 29.3 なし

当社製品
の販売と 
原材料等
の購入

製品の販売 4,917,633 売掛金 243,731

原材料等の
購入

5,388,925

買掛金 2,002,502

未払金 22,088

担保の提供 2,024,591   ― ―

属性
会社等 
の名称

住所
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の 
内容 

又は職業

議決権等の
所有割合 
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社
㈱コーテ
ツ起業

栃木県 
小山市

60,000
金属精錬 
業

直接 100
兼任

３名

製鋼・圧
延等の作 
業請負他

副産物の販
売

6,095 売掛金 299

作業請負 404,920 未払金 64,984

賃貸料 3,570 ― ―



 (3) 兄弟会社等 

  

 
(注) １．上記金額のうち、売上債権の譲渡の取引金額及び売掛金の期末残高は消費税等を含んで表示しておりま

す。 

    ２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

    ① 借入及び割引料に係る条件は、市場金利等を勘案し利率を合理的に設定しております。 

    ② 貸付及び貸付利息に係る条件は、市場金利等を勘案し利率を合理的に設定しております。 

  

 
(注) １．上記金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高は消費税等を含んで表示しております。 

    ２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

     原材料等の購入については、市場価格等を勘案し購入価格を提示して購入しております。 

  

(企業結合等関係) 

第49期 該当事項はありません。 

第50期 該当事項はありません。 

  

属性
会社等 
の名称

住所
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の 
内容 

又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合 
(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

その他

の関係

会社の

子会社

三井物産

フィナン

シャルサ

ービス㈱

東京都 

千代田区
2,000,000

金融サービ

ス業
― なし なし

利息の支払 3,758 売掛金 1,350,152

売上債権の
譲渡

5,076,618
短期貸付
金

13

資金の貸付 100,005

― ―

利息の受取 5

属性
会社等 
の名称

住所
資本金又 
は出資金 
(千円)

事業の 
内容 

又は職業

議決権等の
被所有割合 

(％)

関係内容

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上
の関係

その他 
の関係 
会社の
子会社

三井物産
金属原料
㈱

東京都 
千代田区

381,900 総合商社 ― なし
原材料の
販売及び 
購入

原材料等の
販売

18,905
売掛金 6,132

買掛金 266,664

原材料等の 

購入
441,203

未払金 860

― ―



(１株当たり情報) 

  

 
(注) 算定上の基礎 

１株当たり当期純利益 

 
(注) 前事業年度の「普通株主に帰属しない金額」は、利益処分による「役員賞与」であります。 

  

項目
第49期

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

第50期
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 424円88銭 510円00銭

１株当たり当期純利益 99円55銭 100円12銭

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式がないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株

式がないため記載しておりません。

項目
第49期

(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

第50期
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

損益計算書上の当期純利益（千円） 1,764,425 1,744,914

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,735,425 1,744,914

普通株主に帰属しない金額（千円） 29,000 ―

普通株式の期中平均株式数（千株） 17,431 17,426



６ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

 
  

【有形固定資産等明細表】 

  

 
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。 

 
２ 「当期減少額」欄の（ ）は内数で、当期の減損損失計上額であります。 

３ 無形固定資産の期末帳簿価額に重要性がないため、期首残高、当期増加額及び当期減少額の記載を省略して

おります。 

銘柄 株式数(株)
貸借対照表計上額 

(千円)

投資有価証券 その他有価証券

曹鉄メタル㈱ 18,000 7,915

㈱小山カントリー倶
楽部

1 350

計 18,001 8,265

資産の種類
前期末残高
(千円)

当期増加額 
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額 
又は償却累 
計額(千円)

当期償却額 
(千円)

差引当期末
残高 
(千円)

有形固定資産

 建物 2,974,124 25,167 ― 2,999,292 1,900,592 64,750 1,098,700

 構築物 427,457 15,532 23 442,967 346,979 6,220 95,987

 機械及び装置 11,971,420 1,026,366 588,397 12,409,389 9,334,668 426,499 3,074,720

 車両及び運搬具 170,710 53,400 46,600 177,510 119,476 1,767 58,033

 工具器具及び備品 927,604 168,154 116,289 979,469 663,867 94,214 315,601

 土地 4,522,309 69,702
31,671 

(28,971)
4,560,340 ― ― 4,560,340

 建設仮勘定 265,156 1,068,899 1,291,226 42,830 ― ― 42,830

有形固定資産計 21,258,782 2,427,223
2,074,207 

(28,971)
21,611,798 12,365,585 593,451 9,246,212

無形固定資産

 ソフトウェア ― ― ― 58,846 31,418 10,864 27,427

 電話加入権 ― ― ― 2,283 ― ― 2,283

無形固定資産計 ― ― ― 61,130 31,418 10,864 29,711

繰延資産

― ― ― ― ― ― ― ―

繰延資産計 ― ― ― ― ― ― ―

（主な増加） 機械及び装置 粗列圧延設備（コンパクト・ミル） 800,000千円

電気炉自動溶解制御装置 39,500千円

工具器具及び備品 圧延ロール 136,143千円

（主な減少） 機械及び装置 粗列圧延設備 327,753千円

土地 減損損失 28,971千円



【社債明細表】 

該当事項はありません。 

  

【借入金等明細表】 

  

 
(注) １ 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のと

おりであります。 

  

 
  

【引当金明細表】 

  

 
  

区分
前期末残高 
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金 580,000 870,000 0.9 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 441,052 135,452 1.7 ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。)

663,350 287,898 1.5
平成20年４月１日 

｜ 
平成25年３月20日

合計 1,684,402 1,293,350 ― ―

１年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内

長期借入金(千円) 115,452 80,016 75,500 10,790

区分
前期末残高 
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
当期末残高 
(千円)目的使用

(千円)
その他
(千円)

賞与引当金 101,721 96,473 101,721 ― 96,473

役員賞与引当金 ― 28,000 ― ― 28,000

役員退職慰労引当金 53,243 12,260 ― ― 65,503

環境対策引当金 153,353 ― ― ― 153,353



Ⅱ 【主な資産及び負債の内容】 

１ 資産の部 

(1) 現金及び預金 

  

 
  

(2) 受取手形 

① 相手先別内訳 

  

 
② 期日別内訳 

  

 
  

  

  

区分 金額(千円)

現金 638

預金

 当座預金 1,899

 普通預金 711,551

 定期預金 35,000

 別段預金 118

小計 748,570

計 749,208

相手先 金額(千円)

㈱メタルワン建材 398,104

阪和興業㈱ 368,527

神鋼商事㈱ 175,798

ＪＦＥ商事鉄鋼建材㈱ 131,742

岡谷鋼機㈱ 101,646

その他 45,687

計 1,221,508

期日別 金額(千円)

平成19年４月 326,208

  〃  ５月 471,103

  〃  ６月 424,196

計 1,221,508



(3) 売掛金 

① 相手先別内訳 

  

 
  

② 売掛金滞留状況 

  

 
(注) 上記金額には、消費税等が含まれております。 

  

(4) 商品 

  

 
  

(5) 製品 

  

相手先 金額(千円)

三井物産フィナンシャルサービス㈱ 1,350,152

日鐵商事㈱ 582,120

三井物産㈱ 243,731

大阪製鐵㈱ 95,597

㈱メタルワン建材 74,734

その他 349,371

計 2,695,708

前期繰越高(千円) 
 

(Ａ)

当期発生額(千円)
 

(Ｂ)

当期回収高(千円)
 

(Ｃ)

次期繰越高(千円)
 

(Ｄ)

 

回収率(％)

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)  

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)
÷

(Ｂ)

２ 365

1,927,199 16,878,407 16,109,898 2,695,708 85.7 49.9

品名 金額(千円)

鋼材 74,403

品名 金額(千円)

鋼材 826,381



(6) 半製品 

  

 
  

(7) 原材料 

  

 
(8) 貯蔵品 

  

 
  

品名 金額(千円)

ビレット 286,806

品名 金額(千円)

スクラップ 437,890

合金鉄他 221,400

計 659,290

品名 金額(千円)

未使用ロール 54,090

その他 23,172

計 77,262



２ 負債の部 

(1) 支払手形 

① 支払先別内訳 

  

 
  

② 期日別内訳 

  

 
  

相手先 金額(千円)

田邊工業㈱ 29,608

㈲三協機工 4,015

富士化学塗料㈱ 1,975

㈱高岳製作所 1,449

㈱富士通ビジネスシステム 1,138

その他 3,861

計 42,049

期日別 金額(千円)

平成19年４月 9,523

  〃  ５月 4,957

  〃  ６月 4,723

  〃  ７月 8,503

  〃  ８月 7,106

  〃  ９月 7,235

計 42,049



(2) 買掛金 

  

 
(3) 設備支払手形 

① 支払先別内訳 

  

 
  

② 期日別内訳 

  

 
  

Ⅲ 【その他】 

該当事項はありません。 

  

相手先 金額(千円)

三井物産㈱ 2,002,502

三井物産金属原料㈱ 266,664

合鉄産業㈱ 155,072

阪和興業㈱ 154,527

日鐵商事㈱ 136,862

その他 203,983

計 2,919,612

相手先 金額(千円)

㈱高岳製作所 34,650

㈱富士通ビジネスシステム 4,693

㈲東和 3,727

田島工業㈱ 1,365

その他 ―

計 44,436

期日別 金額(千円)

平成19年４月 38,377

  〃  ５月 756

  〃  ６月 2,940

  〃  ７月 997

  〃  ８月 1,365

計 44,436



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

 
（注）当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。 

（１）会社法第１８９条第２項各号に掲げる権利 

（２）取得請求権付株式の取得を請求する権利 

（３）募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利 

  

  

  

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

株券の種類
10,000株券 
 1,000株券

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 1,000株

株式の名義書換え

  取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部

  株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

  取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店

  名義書換手数料 無料

  新券交付手数料 １枚につき300円

単元未満株式の買取り

  取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 証券代行部

  株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

  取次所 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国各支店

  買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載方法 東京都で発行される日本経済新聞

株主に対する特典 該当事項はありません



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社には、親会社等はありません。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

  事業年度 第49期(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日)平成18年６月30日関東財務局長に提出 

  

(2) 臨時報告書 

  企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第6号の2（株式交換完全子会社）の規定に基づいて臨

時報告書を平成18年10月26日に関東財務局長に提出 

  

(3) 半期報告書 

  事業年度 第50期中(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)平成18年12月8日関東財務局長に提出 

  

(4) 臨時報告書 

  企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号（主要株主の異動）の規定に基づいて臨時報告書

を平成19年1月16日に関東財務局長に提出 

  

(5) 臨時報告書の訂正報告書 

  平成18年10月26日提出の臨時報告書に係る訂正報告書を平成19年2月22日に関東財務局長に提出 



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成18年６月29日

東 京 鋼 鐵 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東京鋼鐵株式会社の

平成17年４月１日から平成18年３月31日までの第49期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロ

ー計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財

務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採

用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを

含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京鋼鐵株式会社の

平成18年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な

点において適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 重要な会計方針４（３）に記載されているとおり、会社は、当事業年度に役員退職慰労金に関する会計方針を支出時の費用として

処理する方法から内規に基づく期末要支給額を引当金として計上する方法に変更した。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 山 脇 市 郎 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 吉 澤 祥 次 

      



独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書 

平成19年６月28日

東 京 鋼 鐵 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

  

私どもは、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東京鋼鐵株式会社の平成

18年４月１日から平成19年３月31日までの第50期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算

書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、私どもの責任は独

立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

私どもは、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、私どもに財務諸表に

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会

計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでい

る。私どもは、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

私どもは、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東京鋼鐵株式会社の平成

19年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点に

おいて適正に表示しているものと認める。 

  

追記情報 

 重要な会計方針４（２）に記載されているとおり、会社は当事業年度より、「役員賞与に関する会計基準」を適用しているため、

当該会計基準により財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員及び公認会計士佐藤幹雄との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 樋 口 節 夫 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 孫   延 生 

      

佐 藤 公 認 会 計 士 事 務 所 

  

  
  

公認会計士 佐 藤 幹 雄 

      


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２沿革
	３事業の内容
	４関係会社の状況
	５従業員の状況

	第２事業の状況
	１業績等の概要
	２生産、受注及び販売の状況
	３対処すべき課題
	４事業等のリスク
	５経営上の重要な契約等
	６研究開発活動
	７財政状態及び経営成績の分析

	第３設備の状況
	１設備投資等の概要
	２主要な設備の状況
	３設備の新設、除却等の計画

	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	(1)株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)ライツプランの内容
	(4)発行済株式総数、資本金等の推移
	(5)所有者別状況
	(6)大株主の状況
	(7)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等

	(8)ストックオプション制度の内容

	２自己株式の取得等の状況
	株式の種類等
	(1)株主総会決議による取得の状況
	(2)取締役会決議による取得の状況
	(3)株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容
	(4)取得自己株式の処理状況及び保有状況


	３配当政策
	４株価の推移
	(1)最近５年間の事業年度別最高・最低株価
	(2)最近６月間の月別最高・最低株価

	５役員の状況
	６コーポレート・ガバナンスの状況

	第５経理の状況
	１財務諸表等
	財務諸表
	１貸借対照表
	２損益計算書
	３利益処分計算書
	４株主資本等変動計算書
	５キャッシュ・フロー計算書
	関連当事者との取引
	６附属明細表
	有価証券明細表
	株式
	有形固定資産等明細表
	社債明細表
	借入金等明細表
	引当金明細表
	主な資産及び負債の内容
	その他

	第６提出会社の株式事務の概要
	第７提出会社の参考情報
	１提出会社の親会社等の情報
	２その他の参考情報


	第二部提出会社の保証会社等の情報

	監査報告書

	pageform1: 1/68
	pageform2: 2/68
	form1: EDINET提出書類  2007/06/29 提出
	form2: 東京鋼鐵株式会社(311067)
	form3: 有価証券報告書
	pageform3: 3/68
	pageform4: 4/68
	pageform5: 5/68
	pageform6: 6/68
	pageform7: 7/68
	pageform8: 8/68
	pageform9: 9/68
	pageform10: 10/68
	pageform11: 11/68
	pageform12: 12/68
	pageform13: 13/68
	pageform14: 14/68
	pageform15: 15/68
	pageform16: 16/68
	pageform17: 17/68
	pageform18: 18/68
	pageform19: 19/68
	pageform20: 20/68
	pageform21: 21/68
	pageform22: 22/68
	pageform23: 23/68
	pageform24: 24/68
	pageform25: 25/68
	pageform26: 26/68
	pageform27: 27/68
	pageform28: 28/68
	pageform29: 29/68
	pageform30: 30/68
	pageform31: 31/68
	pageform32: 32/68
	pageform33: 33/68
	pageform34: 34/68
	pageform35: 35/68
	pageform36: 36/68
	pageform37: 37/68
	pageform38: 38/68
	pageform39: 39/68
	pageform40: 40/68
	pageform41: 41/68
	pageform42: 42/68
	pageform43: 43/68
	pageform44: 44/68
	pageform45: 45/68
	pageform46: 46/68
	pageform47: 47/68
	pageform48: 48/68
	pageform49: 49/68
	pageform50: 50/68
	pageform51: 51/68
	pageform52: 52/68
	pageform53: 53/68
	pageform54: 54/68
	pageform55: 55/68
	pageform56: 56/68
	pageform57: 57/68
	pageform58: 58/68
	pageform59: 59/68
	pageform60: 60/68
	pageform61: 61/68
	pageform62: 62/68
	pageform63: 63/68
	pageform64: 64/68
	pageform65: 65/68
	pageform66: 66/68
	pageform67: 67/68
	pageform68: 68/68


